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平成２４年（行ウ）第１５号 東海第二原子力発電所運転差止等請求事件 
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最終準備書面（その９） 

（火山事象の影響に対する本件原発の危険性のまとめ） 

 

２０２０年５月８日 

 

水戸地方裁判所 民事第２部合議アＡ係  御中 

 

原告ら訴訟代理人 

弁護士   河 合 弘 之 

外 

 

 本準備書面は，火山事象の影響に対する本件原発の危険性（人格権侵害の具体的危

険）について，原告らの主張を総括するものである。 
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第１ 総論 

１ 火山事象による危険性に関する判断に当たって 

  わが国は，世界の陸地面積のたった０．３％の陸地に，世界の活火山の７．

３％が集中している，文字どおり世界有数の「火山大国」である。近年，地殻

変動に伴う地震活動と並行して日本列島における火山活動が活発化しており，

霧島山（新燃岳・硫黄山），桜島（以上九州），２０１４（平成２６）年に死

者５８名を出した御嶽山（長野・岐阜），箱根，口永良部島，諏訪之瀬島，西

之島，硫黄島，そして関東では草津白根山（白根山・本白根山），浅間山が噴

火している。 

  本件訴訟では，被告の稼働しようとする東海第二原発（以下「本件原発」と

いう。）が，赤城山の噴火によって発生する火山事象（特に降下火砕物1）に耐

えられるのかが問題とされている。他の原発において想定されている降下火砕

物の最大層厚の多くが１０～２０㎝の範囲であるのに対し，本件原発で想定さ

れる降下火砕物の最大層厚は５０㎝と突出しており，国内最大である。 

  素朴に考えて，わずか数㎝積もっただけで交通や電気など主要なインフラが

機能喪失し，１０㎝も積もればほとんどの生活機能がマヒするとされる降下火

砕物について，５０㎝積もっても原発の安全を損なわないなどということが，

本当に現実的にあり得るだろうか。火山事象に対して，非保守的で楽観的な机

上の空論を振り回して，周辺住民の生命や身体を危険に晒すことは絶対に許さ

れない。本件における火山事象による危険性に関する判断に当たっては，まず

何よりもそのような素朴な常識的感覚から出発しなければならない。 

 

 
1 降下火砕物とは，大きさ，形状，組成若しくは形成方法に関係なく，火山から噴出されたあ

らゆる種類の火山砕屑物で降下する物を指す（火山ガイド１．４⑺項）。ただし，原発に大き

な影響を与えるのは，粒径が２㎜未満の火山灰であることから，本書面でも，差支えがない場

合に，降下火砕物≒火山灰と表記する場合がある。 
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２ 被告は火山事象に対してあまりにも認識が不足していること 

  ２０１６（平成２８）年の原子力規制委員会（以下「原規委」という。）と

被告社長との意見交換会において，原規委の委員から，被告の村松社長に対し

て，次のような質問が投げかけられた。 

  「御社の，例えば，東海第二発電所の敷地で運転期間中に火山が噴火して火

山灰が降ってくる，御社で評価された火山灰の厚さが何センチメートルぐらい

かとか，そういうことを社長は把握していらっしゃいますか。」 

  これに対し，村松社長は「大変あれでございますけれども，私の能力の許せ

る範囲で最大限タイムリーに見ているところでございます」と正確に答えられ

なかった。 

  委員からは「経営のトップにいらっしゃる方として…（略）…自然環境とい

う面で，日本の立地している場所というのは，地震，火山，津波，断層，そう

いったものから逃れることはできない条件にありますので，是非，そういう点

にもう少し関心を持っていただきたいと思います」と苦言が呈された（甲Ｄ５

６，平成２８年度原子力規制委員会第４４回臨時会議議事録平成２８年１１月

１６日）。 

 

３ 身近な赤城鹿沼テフラ 

  関東北部は日本列島の中でも特に多くの第四紀火山が密に分布する地域であ

る。これら多くの第四紀火山は爆発的噴火を繰り返してきたために，多数の火

山灰層（テフラ2）が堆積している。 

  群馬県に位置する赤城山の火山灰は，関東では畑や造成地の露頭に普通に見

られ，ツツジなどの園芸用土として利用されており，遠い昔の噴火ではなく非

 
2 なお，テフラ（Tephra）とは，正確には，火山灰だけでなく，軽石やスコリア，火砕流堆積

物，火砕サージ堆積物など，噴火に由来して発生する，溶岩以外の火山砕屑物全般を指す。あ

る程度広く分布するものに用いられることが多いが，狭義には，降下したもの（降下火砕物）

を指す場合もある。 
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常に身近な火山である。そして隣接する浅間山，草津白根山湯釜や本白根山が

近時活発化している。 

 

 北関東を広く覆い身近に見られる赤城鹿沼テフラ（写真は赤城山から６３㎞離れた宇都宮に

おける層厚であり，１．３ｍとされる。１２７㎞離れた東海村では４０㎝とされる） 

 

  なお，原規委は２０１７（平成２９）年２月をはじめとして東海第二発電所

周辺の赤城鹿沼層の現地調査を行っている（写真）。 

 

 写真左は２０１７年２月の原規委による現地調査（茨城県東海村）。写真右は東海地点⑥の

赤城鹿沼テフラの露頭。この時点で，被告は赤城鹿沼テフラの層厚を４０㎝から２０㎝に切り

下げようとした。これに対し原規委の石渡委員は，「地層の上端がでこぼこだ。火山灰が降っ

た後に削られて厚さが減った可能性がある」と指摘し，「もう少し調査が必要だ」と述べ，原

電に想定の見直しを求めた。最終的に赤城鹿沼テフラの層厚は４０㎝と評価され，想定すべき

火山灰層厚は５０㎝とされた。 

 

４ 本準備書面の目的及び概要 

  本準備書面は，主に赤城山の噴火に伴う降下火砕物に対する影響評価に関し
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て，具体的審査基準たる火山ガイドの内容が不合理であり，火山ガイドに適合

したとしても本件原発の安全は確保されないこと，また，火山ガイドの内容が

不合理とまでは言えないとしても，被告の行った影響評価及び国の行った基準

適合判断が不合理であり，本件原発の安全は確保されないという原告らの主張

について，改めて整理するものである。 

  赤木山の噴火により，本件原発敷地に，想定を上回る降下火砕物が到来し，

これによって本件原発の冷却機能を喪失し，核燃料が溶け出してメルトダウン

することなどにより，閉じ込める機能をも喪失して，原告らの人格権に甚大か

つ回復し難い被害を及ぼす具体的な危険が存在する。 

  そして，原告らが詳細に主張した被告の想定の不合理性について，被告は，

何ら有効な反論を述べることすらできなかった。この争点については，もはや

結論は決したといってよい。以下，原告らの主張の概要を述べる。 

 

⑴ まず，第２において，火山事象に関して判断の基礎とすべき前提知識とし

て，火山事象の基礎知識を述べ，特に，本件で問題となる降下火砕物の特徴

を述べてこれによってもたらされる被害の内容等を説明する。 

⑵ 次に，第３において，原規委が火山に関する専門家も入れずにわずか９か

月ほどで作成した火山影響の審査基準である「火山ガイド」の概要を述べる

とともに，「火山ガイド」が火山影響を１００倍から１０００倍も過小評価

していたことが原発訴訟の住民側主張を通じて明らかになり，原規委が２０

１７（平成２９）年１２月に火山ガイドの基準を改めざるを得ない事態に至

ったこと，それでも自然現象への科学的知見は極めて不十分なレベルで不確

かさを含んだ水準であることを原規委自身が認めていることを述べる。なお，

２０１９（令和元）年１２月１７日に火山ガイドが改正されたため，改正火

山ガイドに基づいて説明する。 

⑶ 第４において，火山事象に関する司法審査の在り方について述べる。 
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⑷ 第５において，被告による火山影響評価について説明する。 

⑸ 第６において，被告による火山影響評価をめぐる問題点を指摘する。 

  まず，２項において，火山ガイドの改正（２０１７（平成２９）年改正）

により，被告は，本件原発での火山灰濃度想定を当初の１００倍の濃度に引

き上げざるを得なくなったこと，しかし，その濃度もまだ過小評価であるこ

とを述べる。 

  次に，３項において，特に，気中降下火砕物濃度の推定方法について，２

０１７（平成２９）年火山ガイドの定めが不合理であることを述べる。 

  そして，４項において，被告が行った濃度推定方法が不合理なものであり，

その評価を誤っていること，及び，設置変更許可審査の段階で気中降下火砕

物濃度について原規委の審査がなされていないことを，５項において，この

ような不当な評価を許容するような基準自体が不合理であることをそれぞれ

述べる。 

⑹ 第７において，被告による火山影響評価の問題点のうち，特に気中降下火

砕物濃度の推定方法について，２０１７（平成２９）年改正の火山ガイドの

気中降下火砕物濃度の推定手法に関する定めが不合理であること，被告が行

った濃度推定方法は不合理で，その評価を誤っていることを詳述する。 

 

第２ 火山事象に関して判断の基礎とすべき前提知識 

１ はじめに 

  ここでは，火山事象に関して判断の基礎とすべき前提知識として，火山事象

に関する基礎的な知識と歴史時代における深刻な火山災害の実情や火山活動が

活発化していること，火山事象による被害の実情等について述べる。 

  本件においては，赤城山において今後発生する可能性がある噴火の規模につ

いては争いがないが，福島第一原発事故後に日本各地で争われている原発差止

訴訟において，火山事象が問題となった事案では，火山の影響を不当に矮小化
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して考えるものがみられ，原規委も，これに便乗する形で，２０１９（令和元）

年１２月１７日に，火山ガイドを改正した。 

  すなわち，川内原発に関する福岡高裁宮崎支部即時抗告審決定・平成２８年

４月６日（判時２２９０号９０頁）は，火山ガイドの不合理性を認めながらも，

社会通念を持ち出してそのリスクを矮小化し，原発の差止めを認めなかった。 

  原規委は，当初，巨大噴火について他の噴火と区別していなかったが，宮崎

支部決定に続いて各地で出された裁判例に便乗する形で，「巨大噴火3」につい

て，低頻度な火山事象で，有史において観測されたことがないこと等を踏まえ，

これを想定した法規制や防災対策が原子力安全規制以外の分野において行われ

ていないことを根拠として，「巨大噴火」によるリスクは，社会通念上容認さ

れる水準であると判断できる，などとして，国際的な標準からしても本来当然

に考慮しなければならない「巨大噴火」のリスクを矮小化し，「巨大噴火」の

リスクがあるにもかかわらず原発を稼働できるような改正を行った。 

  本件においては，火山に関しては，噴出物量５㎦（≒２ＤＲＥ㎦）程度の赤

城鹿沼テフラ噴火が問題となっており，被告も，これと同規模の噴火が発生す

ることを想定しているから，「巨大噴火」に関する社会通念のような問題は争

点となり得ないし，裁判所が，当事者の主張に反して，社会通念を認定して赤

城鹿沼テフラの影響を無視することが許されないのはいうまでもない。 

  もっとも，火山事象について，裁判所がそのリスクを矮小化し，原規委もこ

れに便乗してきたという経緯に照らし，火山事象に関する基礎的な知識やこれ

によって社会がどのような影響を受けるのかについて正しい認識を持つことは

重要であり，ひいては，本件における争点についても正しい判断をすることに

 
3 火山ガイドにおける「巨大噴火」とは，地下のマグマが一気に地上に噴出し，大量の火砕流

となるような噴火であって，規模としては，噴出物の量が数十㎦程度を超えるようなものをい

うとされる。しかし，この用語は火山学における一般的な用語ではなく，一般的には，噴出物

量１０㎦以上１００㎦未満の噴火を「巨大噴火」といい，１００㎦以上１０００㎦未満の噴火

を「破局的噴火」と呼ぶことが多い。紛らわしいため，火山ガイドにおける巨大噴火を，鍵括

弧付きで「巨大噴火」と表記することにする。 
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つながるため，簡潔に指摘しておく。 

 

２ 火山噴火に関する基礎知識 

⑴ 火山噴火のメカニズム 

ア まず，火山噴火のメカニズムについて，現在の地球科学がどこまでの事

実を解明し，どのような事実が未解明のまま残されているかについて概観

する。これは，現在の火山学の科学技術水準を的確に把握するためにも有

益である。 

  この点に関して，原告らは，鎌田浩毅「地学のススメ」（甲Ｄ１４４），

井田喜明「地球の教科書」（甲Ｄ１４５），古儀君男「火山と原発」（甲

Ｄ１４６），山賀進「地球についてまだわかっていないこと」（甲Ｄ１４

７）を証拠提出しているので，適宜これらの証拠にあたっていただきたい。 

イ 火山からマグマ起源の物質あるいはマグマの作用を受けた物質が地表面

上や大気中に噴出する現象を「火山噴火」という。そのうちで爆発を伴う

噴火を「火山爆発」ないし「爆発的噴火」という。 

  「マグマ」とは，マントルや地殻の一部が溶融したものであり，揮発性

成分を数パーセント含んでいる。マグマ中の揮発性成分の大半は水蒸気で

あり，この水蒸気が火山爆発の主な原動力の一つとなっている。 

 

⑵ マグマの生成と上昇 

  日本海溝は，太平洋プレートが陸のプレートの下に潜り込み始めている場

所である。プレートの沈み込みにより，何故マントルの一部が溶けてマグマ

が発生するのかについては諸説あるが，有力な見解は，プレートによってか

かる強い圧力によって岩石中の水分が染み出し，熱水の作用によってマント

ルが溶けてマグマになる，というものである（図表１）。 
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図表１ マグマの生成と火山フロント（火山列）の生成（気象庁ＨＰ4より） 

 

  いずれにせよ，マグマが生成しやすいのは地下１００～１５０㎞程度の深

さであり，地下深くで発生したマグマは，比重が軽いため，そこから地表付

近にまで上昇してくるため，火山活動が起こりやすい場所は，海溝に沿って

帯状に広がる傾向がみられる。 

 

⑶ 火山大国と火山フロント 

  弧状列島（島弧）である日本列島付近において，このプレートの境界（海

溝）と並行して存在する，火山活動が活発な火山列のことを「火山フロント」

という（図表２の赤い線）。 

  本件で問題となっている赤城山は，まさに火山フロントの中に存在する火

山であることが分かる。 

 
4 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/2-4.html 
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図表２ 火山フロントの位置関係5 

 

  ４つのプレート付近に位置する日本は，地震大国であるとともに火山大国

でもある。この動かし難い事実を，この裁判における判断の大前提としなけ

ればならない。 

  吉儀君男著の『火山と原発』（甲Ｄ１４６・３～４頁）第１章では，「火

山大国，日本」と題して次のように記している。 

  「日本では気象庁が活火山の定義を定め，どの火山が活火山かを認定して

 
5 https://nonukes.exblog.jp/21930628/ 
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います。それによると『概ね過去一万年以内に噴火した火山及び現在活発な

噴気活動のある火山』となっています。ずいぶん長い期間を対象にしている

理由は，火山によっては数千年の活動休止期間をおいて噴火することがあり，

火山の寿命も数十万年におよぶものが珍しくないからです。 

  この定義によると，日本には１１０の活火山があります（２０１４年現在）。

研究が進むにつれ活火山の数は増える傾向にあり，将来さらに追加される可

能性があります。 

  では，地球上にはどれくらい活火山があるのでしょうか。国・地域によっ

て調査の精度に差があり，十分な調査がされていないところもありますが，

おおよそ１５００程度とされています。したがって，日本の活火山の数１１

０は，地球上の火山の約７％を占めることになります。日本の面積約３８万

㎢は地球の陸地面積の０．３％にすぎないことを考えると，日本は異常に活

火山が集中する『火山大国』といえます。」 

  活火山の数は，１９９１（平成３）年には８３だったものが，１９９６（平

成８）年に８６となり，２００３（平成１５）年に定義自体が変わって１０

８とされた。そして，２０１１（平成２３）年に１１０，２０１７（平成２

９）年に１１１となった6。このように，活火山は短期間の間に増え続けてい

る。活火山ではないとされていた火山が，突如として活動を始めて活火山と

なるということを，我々は日常的に経験しているのである。 

  日本における活火山の分布（２０１４年現在のもの）は図表２及び図表３

に示すとおりであり，まさに日本列島は火山列島そのものであることが分か

る。 

 
6 そのため，旧火山ガイドでは，活火山の数は１１０とされていた。 
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図表３ 活火山と震源の分布 

 

⑷ 火成岩の分類等 

  マグマは，マントルの構成物質である橄欖
かんらん

岩の一部分が溶融してできるた

め，本源的なマグマは玄武岩質となる。 
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  火成岩は，二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）の含有量によって，酸性，中性，塩

基性ないし超塩基性などに分類される（図表４）。 

  酸性の火成岩は有色鉱物の含有量が少なく，超塩基性になるにつれて有色

鉱物の含有量が多くなっていく。有色鉱物の含有量が少ないマグマを「珪長

質マグマ」といい，有色鉱物の含有量が多いマグマを「苦鉄質マグマ」ない

し「超苦鉄質マグマ」という。 

  さらに，火成岩は，マグマの冷え方によって，火口近くで急激に冷やされ

た細かな粒子（斑状組織）からなるものと，地下深くでゆっくり冷え固まっ

た粗い粒子（等粒状組織）からなるものとがある。前者を「火山岩」と呼び，

後者を「深成岩」と呼ぶ。 

  火山岩のうち，酸性のものから塩基性になるにしたがって，流紋岩，デイ

サイト，安山岩，玄武岩などに分類される（以上，図表４）。 

 

図表４ 火成岩の分類（山口県立山口博物館ＨＰ7より） 

 

 
7 http://db.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/db/tigaku/ref01.html 
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⑸ 火山爆発の原動力による分類 

  火山爆発は，爆発の原動力という観点から見ると，①水蒸気爆発，②マグ

マ水蒸気爆発，③マグマ爆発に分類される。 

 

ア ①「水蒸気爆発」は，原動力が高圧水蒸気で，火山体内部の地下水が，

マグマの熱によって水蒸気になって急激に圧力が増大して爆発する現象で

ある。噴煙は，高温のマグマ由来の火山砕屑物
さいせつぶつ

8を含まず，水蒸気が主体と

なっている。 

イ ②「マグマ水蒸気爆発」は，高温のマグマが地下水や海水に接して，大

量の水蒸気を急激に発生させて，マグマと水蒸気が一緒に爆発して起きる

噴火現象である。爆発によって，マグマは膨大な量の破片たる火砕物とな

り，火砕流や降下火砕物として噴出する。 

ウ ③「マグマ爆発」は，マグマの「発泡」による爆発である。 

  地下のマグマ中には揮発成分が溶けているが，マグマが上昇して圧力が

下がると揮発成分はマグマから分離して，マグマ中で泡となる。これを発

泡という。地下から上昇してくるマグマ中で，揮発成分（これが噴出した

ものが「火山ガス」と呼ばれる）が短時間で大量に発泡することによって

起こる噴火である。マグマは破片状になり，火砕流や降下火砕物として噴

出する。 

 

⑹ 火山爆発指数（ＶＥＩ） 

ア 火山爆発の規模を表すのに，火山爆発指数（ＶＥＩ）という指標が用い

られる。これは，１９８２年（昭和５７年）にアメリカの研究者が作った

指数で，噴出物の量で火山爆発の規模をみるものである。 

 
8 火山から噴出された固形物のうち，溶岩以外の総称。「火砕物」または「テフラ」ともいう。

溶岩が含まれないという点で，「火山噴出物」とは異なる。 
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  火山爆発指数（ＶＥＩ）は，０から８までの９段階があり，このうち，

ＶＥＩ６（噴出物量１０から１００㎦）以上の噴火では，通常の噴火と異

なるカルデラ形成を伴う噴火が起こり得るとされる（図表５）。 

 

図表５ 火山爆発指数と代表的な噴火の例 

 

イ なお，学術的に定まった表現ではないものの，ＶＥＩ５規模の噴火を「大

規模噴火」，ＶＥＩ６規模の噴火を「巨大噴火」，ＶＥＩ７規模の噴火を

「超巨大噴火」ないし「破局的噴火」と呼ぶことがある。ただし，原子力

規制委員会（以下「原規委」という。）が２０１８（平成３０）年３月７

日に公表した「原子力発電所の火山影響評価ガイドにおける『設計対応不

可能な火山事象を伴う火山活動の評価』に関する基本的な考え方について」

（以下「基本的な考え方」という。）においては，「巨大噴火」について

これとは異なる定義を行っている。すなわち，「基本的な考え方」におい

ては，「ここでいう『巨大噴火』とは，地下のマグマが一気に地上に噴出

し，大量の火砕流によって広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引き起こ

すような噴火であり，噴火規模としては，数１０㎦程度を超えるような噴
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火を指している」と定義している。火山ガイドの令和元年改正によって，

新火山ガイドにおいてもこの定義が採用されるに至ったが（甲Ｄ２０２・

解説-10.），このような呼称は火山学者に共通のものではない。 

 

⑺ 総噴出量とマグマ噴出量 

  噴火によって発生した噴出物の量を表す表現には，総（見かけ）噴出量〔㎦〕

とマグマ噴出量〔ＤＲＥ㎦〕とがある。噴火による堆積物は，その噴火に関

連したマグマに起源を持つ「本質物質」と，噴火によって既存の山体や基盤

岩が破砕・放出された「類質物質・外来物質」から構成されているところ，

「総噴出量」は，これらすべてを合わせた堆積物の見かけの体積値を表して

いる。 

  他方，これらのうちの本質物質の量が，厳密な意味での「マグマ噴出量」

である。しかし，堆積物の本質物質，類質物質・外来物質の厳密な量比を求

めることは容易ではないことから，マグマ噴火およびマグマ水蒸気噴火によ

る噴出物を，１００％本質物質で構成されているものと仮定したうえで，そ

れをＤＲＥ（Dense Rock Equivalent）換算したものが「マグマ噴出量」として

扱われる。 

  ＤＲＥ換算体積とは，すべてのタイプの噴出物を溶岩と同じ比重に仮定し

たときに相当する体積をいう。例えば，降下火砕物や火砕流では，比重が１

〔g/㎤〕程度とされ，溶岩では２．５〔g/㎤〕程度とされている。つまり，

見かけの体積は同じでも，火砕物と溶岩では質量が異なることになる。たと

えば上記の比重を仮定すると，見かけ体積で２．５㎦の降下火砕物は，ＤＲ

Ｅ換算体積では１㎦となる9。 

  火山学における文献では，基本的にこれらが区別されているが，単に「㎦」

 
9 この部分については，https://gbank.gsj.jp/volcano/eruption/explanation/description2.html を参照し

た。 



- 21 - 

で表されている場合でも，マグマ噴出量を表している場合があり，注意が必

要である。 

 

３ 降下火砕物の特徴 

  ここから，本件で問題となる，降下火砕物の特徴について整理する。整理に

あたって，平成３０年１２月７日に，内閣府の中央防災会議に設置された大規

模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ（主査は東京大学名誉教授の

藤井敏嗣氏）が公表した「火山灰の特徴について」という資料を適宜引用する

（甲Ｄ１４２）。 

 

⑴ 降下火砕物の分類及び形状 

ア 降下火砕物とは，火山ガイド上，「大きさ，形状，組成若しくは形成方

法に関係なく，火山から噴出されたあらゆる種類の火山砕屑物で降下する

物を指す」と定義されている（火山ガイド１．４⑺項）。 

イ 火砕物は，一般に，粒径によって区分される。粒径（粒子の直径）が６

４㎜以上の火砕物を「火山岩塊」，粒径が２㎜以上６４㎜未満の火砕物を

「火山礫
れき

」，そして粒径が２㎜未満の火砕物を「火山灰」という。 

  また，主に火山礫のうち，発泡による気孔を多く持つ白～淡灰色の粒子

や破片は「軽石」と呼ばれ，黒～濃灰色のものは「スコリア」と呼ばれる。 

ウ 火山灰の形状としては，硬く角ばった形状をしているものが多いとされ

る（以上，図表６）。 
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図表６ 火山灰の特徴‐粒径による分類等（甲Ｄ１４２・２頁） 

 

エ 火山灰は，火山ガイド上，「爆発性破砕のさまざまなプロセスによって

生じる平均直径２㎜未満の火山岩の破片」と定義されている（火山ガイド

１．４⑻項）。 

  火山灰と降下火砕物は，厳密には異なる概念であるが，本件において原

発に大きな影響を与え得るのは降下する火山灰であるため，本書面におい

ては，分かりやすさのために，「降下火砕物≒火山灰」として記載するこ

ともある。 

 

⑵ 火山灰の密度 

  火山灰の密度は，乾燥状態で０．５～１．５〔g/㎤〕程度までと幅があり，

独立行政法人産業技術総合研究所の須藤茂氏の研究では，１〔g/㎤〕程度と

されている（図表７）。 
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図表７ 火山灰の密度と水を含んだ場合の影響（甲Ｄ１４２・５頁） 

 

  湿潤状態では，１．０～２．０〔g/㎤〕と重くなることが分かる。雪と比

較して１０倍程度となり得るのであって，本件で問題となる５０㎝の降灰は，

積雪でいえば５ｍの重さと同程度に達するのである。 

 

⑶ 火山灰の導電性，金属腐食性及び融点 

ア 火山灰は，乾燥時には絶縁体であるが，水を含んで湿った状態になると，

導電性を持つことがある。そのため，湿った火山灰が電柱の碍子等に付着

した場合，碍子部分の絶縁性が弱くなり，閃絡10等による停電などが起こ

る。 

イ 火山灰から硫化イオン（ＳＯ4
2-）が溶出すると，金属腐食を引き起こす。 

 
10 絶縁体の耐電圧を超えることで絶縁破壊し，火花や電弧が発生することをいう。電流が大地

に流れる現象を「地絡」といい，これらが停電の原因となる。 
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ウ 火山灰の融点は約１０００度とされている。航空機のエンジンに火山灰

が入ると，航空機用ガスタービンのエンジン燃焼度（１４００度以上）で

火山灰が溶融し，その後，冷えてタービンブレード等に付着するため，エ

ンジン停止など異常の原因となることが知られている（以上，図表８）。 

 

図表８ 火山灰の導電性，金属腐食性及び融点等（甲Ｄ１４２・６頁） 

 

⑷ 噴火の発生と降灰のメカニズム 

ア 噴火が発生すると，火砕物は，まず火山ガスや高温の空気と混じって，

噴煙として立ち昇る。噴火と降灰のモデルとして標準的な重力流モデルに

よれば，噴煙は，この間，周囲の大気を巻き込みながら上昇するため，火

砕物は噴煙柱から離脱せず，大気と密度が平衡する高度まで上昇を続ける。

大規模噴火では，３０～４０㎞という高度にまで達するものがある。 

  大気と密度が平衡すると，噴煙はそれ以上上昇できなくなり，水平方向

へと傘状に拡がっていく（「傘型噴煙」ないし「傘型領域」と呼ばれる）。
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この拡がりは，多少風の影響を受けるものの，ある程度同心円状に拡がる

ことが知られており，１９９１（平成２）年のピナツボ噴火では，約６０

㎞風上にまで傘型領域が拡がったことが，調査によって明らかになってい

る（図表９）。 

 

図表９ 噴煙柱と傘型領域の模式図 

 

イ 火砕物は，この傘型領域から，重力等の影響によって地上に降下する。

その際，粒径が大きく重い火砕物は噴煙柱から近い距離で降下するのに対

し，粒径が小さく軽い火砕物（隙間の大きい軽石片を含む）はより遠方ま

で運ばれる（図表１０）。 
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図表１０ 火口からの距離の違いによる堆積物の粒径の違い（甲Ｄ１４２・１頁） 

 

ウ 大規模噴火による降灰は，風の影響を受けながらも，極めて広範囲に堆

積する。例えば，阿蘇４テフラ（Ａｓｏ４）は，北海道でも１５㎝ほどの

厚さで分布している場所があるし，約２万３０００年前に鹿児島県の姶良

カルデラから噴出した姶良Ｔｎテフラ（ＡＴ）は，東北地方で厚さ５㎝以

上の層をなしている。さらに，１０世紀に中国と北朝鮮の国境にある白頭

山で起こった破局的噴火の火山灰も，東北や北海道で見つかっている（こ

のような堆積物は「広域テフラ」と呼ばれ，海水面の上昇下降がいつ起こ

ったのかということや，活断層が動いて地震が発生した年代などを知る手

掛かりにもなる）。 

  なお，火山灰層は，噴火直後に上から新しい地層が重なったような場所

（降灰当時の火山灰が比較的よく保存されている場所）であっても，上部

層の重みで圧縮されるため，一般的に，降灰当時の層厚は，現在の層厚よ

りも２倍程度厚かったと考えられている（したがって，密度も約２分の１
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になる）。これに加え，風化によって火山灰層が失われていることも多い

ため，現在の層厚から，噴火当時どの程度の層厚があったかを推測するこ

とは，実は容易ではない。例えば，現在４０㎝の層をなしているというこ

とは，降灰当時は２倍以上の層厚であった可能性は十分に存在する。 

 

４ 噴火と歴史 

  ここで，火山噴火が歴史上どのように社会に影響を与えたのか，社会通念に

よってこれを無視するという考えがいかに無知に基づくものであるのか，簡単

に述べる。 

 

⑴ 過去の巨大噴火 

ア 日本列島に暮らすようになった我々の祖先は，火を噴く火山に恐怖と畏

敬の念を覚え，これを神として崇めてきた。日本神話における火山の神は

女神イザナミである。日本国民は，古来，火山活動が人の命を奪う災害を

もたらすとともに，温泉などの恵みももたらすことを深く認識し，これを

神として畏れ，敬ってきたのである。 

イ 約７３００年前に発生した鬼界カルデラの火砕流噴火では，西日本，特

に九州の先史時代から縄文初期の文明が絶滅したと考えられている。文書

には残されていないが，日本列島の住民は，すでに火砕流噴火による絶滅

を経験しているのである（甲Ｄ１４６・２０頁）。そして，この火山爆発

の恐ろしい経験が，前述した日本の神話体系に大きな影響を与えているの

ではないかという研究も公表されている（蒲池明弘『火山で読み解く古事

記の謎』文春新書）。 

ウ 歴史時代に入って，５３５年にインドネシアのクラカタウ火山で発生し

たと推定される破局的噴火は，日本書紀にも気候の異変として記録されて

いる。 

https://www.amazon.co.jp/%E7%81%AB%E5%B1%B1%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%8F%E5%8F%A4%E4%BA%8B%E8%A8%98%E3%81%AE%E8%AC%8E-%E6%96%87%E6%98%A5%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E8%92%B2%E6%B1%A0-%E6%98%8E%E5%BC%98/dp/4166611224/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E7%81%AB%E5%B1%B1+%E7%A5%9E%E8%A9%B1&qid=1569757829&s=gateway&sr=8-5
https://www.amazon.co.jp/%E7%81%AB%E5%B1%B1%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%8F%E5%8F%A4%E4%BA%8B%E8%A8%98%E3%81%AE%E8%AC%8E-%E6%96%87%E6%98%A5%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E8%92%B2%E6%B1%A0-%E6%98%8E%E5%BC%98/dp/4166611224/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=%E7%81%AB%E5%B1%B1+%E7%A5%9E%E8%A9%B1&qid=1569757829&s=gateway&sr=8-5
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エ ９１５年，十和田湖カルデラで大噴火が発生し（ＶＥＩ５），大規模火

砕流が発生して周囲２０㎞を焼き払った。噴出物は東北地方一帯を覆い，

甚大な被害をもたらしたと考えられている。 

オ ９４６年ころと推測されているが，北朝鮮と中国の国境付近にある白頭

山が大噴火を起こした。これにより，わが国も大きな影響を受け，この時

期の多くの降灰記録が寺社などの文献に残っている。 

カ 火山が学問の対象となってから我々が経験した巨大噴火として，１８８

３年のクラカタウ噴火（巨大噴火と破局的噴火の中間程度），１９９１年

のピナツボ噴火（巨大噴火の中で最も小さい規模）が挙げられる。火山学

によって火山の詳細な観測がされるようになって以降，人類が破局的噴火

を経験したことはない。 

 

⑵ 火山活動が活発な時期に突入している可能性があること 

ア 日本における火山活動は，１０００年に一度の活動期を迎えており，火

山事象によるリスクを軽視することは，第二の福島第一原発事故につなが

り得る危険な発想である。 

  火山学においては，地震と噴火とは何らかの関連性を有するのではない

かという仮説が指摘されている。８６９（貞観１１）年に起きた貞観の大

地震・大津波と，８６４（貞観６）年から８６６（貞観８）年にかけて発

生した富士山の大規模な噴火活動，いわゆる貞観噴火（噴出物量は１．４

㎦）との関係が想起される。 

  チリにおいても，史上最大のＭ９．５を記録した１９６０年のチリ地震

が発生した２日後に，チリのコルドンカウジェ火山が噴火している。 

  東北地方太平洋沖地震は，貞観地震の再来ともいわれており，東北地方

太平洋沖地震によって，日本列島が大活動期に入ったのではないかという

指摘が，多くの識者からなされている。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%9E%E8%A6%B3_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%9E%E8%A6%B3_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%B4%E7%81%AB
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イ 例えば，火山噴火予知連絡会の元会長であった東京大学名誉教授の藤井

敏嗣氏も，過去の記録も踏まえて，最近の火山活動の活発化は『東日本大

震災が起きたことが示しているように日本列島が活動期に入ったためでは

ないか』と指摘する。 

ウ また，２０１５（平成２７）年１月３１日日経新聞（甲Ｄ１５２）は，

「国内の火山活動が活発さを増している」とし，「日本列島の歴史を振り

返ると大規模な火山噴火や巨大地震が集中する時期がある。江戸時代中期

の１８世紀に，富士山の宝永噴火（１７０７年）をはじめ北海道・樽前山

（１７３９年）や桜島の安永噴火（１７７９年），浅間山の天明噴火（１

７８３年）など大規模な噴火が続いた。山体崩壊による津波で火山災害と

しては歴史上最も多い約１万５０００人の犠牲者を出した雲仙岳（長崎県）

の噴火も１７９２年に起こっている。この時期の地震では富士山の宝永噴

火の４９日前に起きた宝永地震がマグニチュード（Ｍ）９前後と推定され，

現在想定される南海トラフ地震と震源が重なると考えられている。他にも

１７０３年に関東地方をおそった元禄地震などＭ８前後の地震がいくつも

発生した。」と，地震と噴火の関係を指摘している。 

エ このように，日本列島は，東北地方太平洋沖でのＭ９の巨大地震が起き

たことにより，１０００年に一度とされるような，段階を画する地震・火

山爆発の多発期に突入しており，過去の地震発生・火山爆発の通常の頻度

を大きく上回るリスクを予想して対応しなければならない状況に立ち至っ

ている。 

 

⑶ 国際的な基準や安全目標との関係 

ア わが国においては，過去１２万年の間に９回の破局的噴火（噴出物量が

１００㎦を超える噴火）があったことが分かっている。つまり，１．３万

年に一回の割合で起きたことになる。 
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  また，これに巨大噴火（噴出物量が１０㎦を超える噴火）を含めると合

計１７回となり，破局的噴火と巨大噴火を合わせると，もっと短い７００

０年に一回の割合となる（甲Ｄ１４６・１６～１８頁）。 

イ 原子力安全に関する国際的なスタンダードは，過酷事故の発生頻度を１

炉年あたり１０－７以下に抑えることとされている。 

  そうすると，７０００年に１回程度の割合で発生するという巨大噴火，

破局的噴火については，本来，当然に考慮されなければならない事象であ

る（原子力基本法や原子力規制委員会設置法に，原発の安全について，確

立された国際的な基準を踏まえることが規定されており，国際基準を踏ま

えることは法の要請である）。 

ウ また，国際基準のみならず，わが国においても，福島第一原発事故後，

原規委が安全目標を定め，事故時のセシウム１３７の放出量が１００Ｔ㏃

を超えるような事故の発生頻度について１０－６程度を超えないように抑

制されるべきとされるに至った。 

  このことからしても，破局的噴火を無視することはあり得ない。社会通

念によって破局的噴火のリスクを無視するというのは，法を蔑ろにする考

えというほかないが，そのような考えが，裁判所の無知によって広がって

しまった（もともと，事業者ですらこのような考えを主張していなかった

のに，福岡高裁宮崎支部がこのような判断を行ったため，事業者や原規委

は，安全目標をなかったことにしてこれに便乗する形となった）ことは実

に嘆かわしい。 

 

５ 降灰による影響 

⑴ 降り積もった火山灰の特徴 

  降灰があった地域にどのような影響が生じるのかを検討するに当たり，ま

ず，降灰の実情を説明しておく。 
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  火山灰には，前述したような特徴がみられ，湿り気を帯びると導電性を持

ったり，金属腐食性があったりするが，ここでは，降り積もった火山灰がど

のような特徴を有するのか述べる。 

  降り積もった火山灰は，粒径によって特徴が異なる。細粒火山灰（シルト）

では，水を含むと粘り気が出て，降雨後は固まり（こびりつきやすい），乾

くと粉塵となるという厄介な性質を持っている。赤城山の噴火はマグマ噴火

となる可能性が高いが，本件原発敷地は約１２７㎞離れているため，細かい

粒子の火山灰が多くなり，細粒火山灰の特徴がよくあてはまると考えられる

（図表１１）。 

 

図表１１ 降り積もった火山灰の特徴（甲Ｄ１４２・４頁） 

 

⑵ 降灰による環境への一般的影響 

  では，降灰によって，環境にどのような影響があるか。 

  甲Ｄ１４２号証には，火山からの距離と降灰の影響についての全体的な模
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式図が示されている。 

  火山の近傍に留まらず，中距離・遠距離の地点においても，停電や建造物

の損傷，水の入手が困難になりかねないこと，再飛散による影響の長期化な

どが指摘されている（図表１２）。 

 

図表１２ 火山からの距離と降灰の影響の模式図（甲Ｄ１４２・１２頁） 

 

  また，原告準備書面（６３）も引用した富士山噴火の被害想定報告書を基

に，火山灰による一般的な被害を概説する。ここで想定された東京での降灰

の厚さは，数㎝から１０㎝程度であるが，わずか１０㎝程度の降灰によって

深刻な被害が発生することが理解できる。 

 

ア 気象庁の調査報告によると，基本的に，１㎝に満たない降灰でも交通や

ライフラインに影響が出始め，１０㎝を超えると，交通，ライフライン，

産業及び健康等に対し極めて重大な影響が生じ，社会・経済活動がほぼ不
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能となるとされている（図表１３）。 

 

図表１３ 甲Ｄ２０３・気象庁作成の降灰による被害の予測（全体） 

 

イ 特に，原発との関係では，道路，電力及び商業に対する被害が重要であ

る。 

  道路については，細かい火山灰は滑りやすく，とくに雨が降るとぬかる

み状態になり，スリップ事故が多発する。また，風や車によって巻き上げ

られ，空気中を漂う火山灰が視界を遮る。ヘッドライトをつけてもほとん

ど効果はない。停電によって信号機は使い物にならなくなる。こうして，

すべての道路が完全にマヒしてしまうと予想される。 

  さらに雨が降ると傾斜地では泥流が発生し，道路は次々に寸断されてい

く。復旧には相当な時聞がかかることになる（図表１４）。 
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図表１４ 甲Ｄ２０３・気象庁作成の降灰による被害の予測（道路） 

 

ウ 電力に関し，湿った火山灰は，前述のとおり導電性があり，碍子の部分

で漏電が起きて停電を引き起こす。また，電線や電柱に積もった火山灰の

荷重により，同時多発的に送電線が切れたり，電柱が倒壊したりすること

が考えられる。 

  外部電源が喪失すると，非常用電源に頼らざるを得ないが，非常用ディ

ーゼル発電機（以下「非常用ＤＧ」という。）は，外から大量の空気を取

り込んで燃料を燃やして発電しており，航空機のエンジントラブルと同様，

これが非常用ＤＧの機関内に侵入すれば故障の原因となる。そうならない

ように，非常用ＤＧの空気取入口にはフィルタが付いているが，空気中に

浮遊する大量の火山灰を吸い込んで目詰まりを起こし，すぐに使い物にな

らなくなることが予想される（以上，図表１５）。 
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  非常用電源の喪失が深刻な事態に直結することは福島第一原発事故の経

過から明らかである。 

 

図表１５ 甲Ｄ２０３・気象庁作成の降灰による被害の予測（電力） 

 

エ 産業に関し，火山灰が製造業，商業，サービス業などさまざまな産業に

与える影響については，計り知れないものがある。道路，鉄道，電気，水

道などのライフラインの障害によって物資や人の供給が止まり，ほとんど

の産業が操業・営業不能に陥るであろう。 

  ここでは，コンピュータの障害についても触れておく必要がある。火山

灰は静電気を帯びることがあるが，コンピュータなどの電子機器も静電気

を発生するため，室内に漂う細かい火山灰が空気の吸入口などからコンピ

ュータや電子機器の内部に侵入する。この火山灰が基板の上や電気回路に
、、、、、、、、、、、、、、、、

付着すると，コン
、、、、、、、、

ピュータが誤作動を起こしたり故障したりする可能性が
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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ある
、、

（図表１６）。 

 

図表１６ 甲Ｄ２０３・気象庁作成の降灰による被害の予測（商業） 

 

オ このほか，健康障害として，火山灰はいわば細かな尖ったガラスの欠片

であり，また，積もりたての火山灰の粒子の表面には硫酸や塩酸などの酸

性物質が付着しているため，こうした火山灰を吸い込むと，鼻やのどの炎

症を起こし，呼吸器疾患のある人は症状が悪化する。火山灰を長時間吸い

込むと，珪肺
けいはい

という病気の原因になることもある。さらに，目に入ると角

膜を傷つけ，角膜剥離や結膜炎を引き起こすため，高濃度下においてはゴ

ーグル等の装着が不可欠である。 

カ 建物に対する影響として，前述したとおり，火山灰の密度は雪の約１０

倍であり，さらに雨などの水を吸うと，約１．５倍の重さになる。古い木

造家屋や耐久性の低い建物は倒壊する危険性がある。 
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  降下火砕物の荷重に対して，安全上重要な施設の建屋が健全性を保てる

かどうかは深刻な問題である。 

キ 鉄道・航空機 

  火山灰は，鉄道にとってもさまざまな面で障害となる。 

  架線に積もった火山灰は漏電や架線の切断の原因になり，停電によって

鉄道システム全体がダウンしてしまうにもかかわらず，ほとんどの鉄道会

社は火山灰対策をしていない。 

  また，火山灰が航空機に与える影響については，２０１０（平成２２）

年のアイスランドの噴火と，１９８２年のインドネシアの噴火が参考にな

る。アイスランドの噴火では，大量の火山灰が噴き上げられヨーロッパの

上空を広く覆ったため，約３０か国で空港が閉鎖され多くの便が欠航にな

るなど，一週間以上にわたって大きな混乱が生じた。その被害総額は，１

７億ドル（当時のレ－トで約１６００億円）に達したといわれている。 

  インドネシアの噴火では，ジャワ島上空で噴煙に巻き込まれたブリティ

ッシュ・エアウエイズのボーイング７４７型機のジェットエンジン４基全

てが停止したが，パイロットや機関士の懸命の努力でかろうじてエンジン

の再始動に成功し，無事帰還した。 

ク 浄水場に降り積もった火山灰は，沈殿池に堆積し，濾過用の砂などに付

着して目詰まりを起こし，濾過ができなくなることが予想される。私たち

が利用する水道水の大半は川や湖の水を浄化処理しているが，取水口から

取り込むこれらの水にも大量の火山灰が含まれるため，長期にわたって取

水・濾過不能となり，浄水場は機能を発揮できなくなる。たとえ火山灰の

降灰がやんでも，あちらこちらでたびたび発生する泥流で，川や湖の水は

長期間濁り続けると思われる。 

ケ 前述のとおり，大気中に噴き上げられて漂う火山灰は，静電気を帯びて

いる。静電気を帯びた火山灰は，電波障害を起こす。 
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コ 火山灰による農作物や森林の被害については，今までにさまざまな報告

がある。 

  それによると，畑作物は２㎝，稲作はたった０．５㎜の降灰で一年間収

穫ができなくなる。１０㎝の降灰では，農地の生産が回復するまでに１０

年近い年月を要すると見込まれている。 

 

⑶ 原発に対する影響 

  このように，降下火砕物による原発施設に対する影響は極めて多岐にわた

り，そのいずれに対しても適切に対応することには多くの問題がある。原告

らが特に問題とする点は，このうち，外気取入口からの火山灰の侵入に対し

て，換気空調系のフィルタが目詰まりなどによって有効に機能せず，①侵入

した降下火砕物が電気系・計装制御系に付着して機能喪失を起こす点，②中

央制御室の居住環境に悪影響が出る点，③非常用ＤＧの吸気フィルタの目詰

まりにより同発電機が機能喪失する点，④同吸気フィルタを潜り抜けて侵入

した降下火砕物によって，非常用ＤＧが閉塞，摩耗等を起こして機能喪失す

る点，⑤長期の外部電源喪失及びアクセス障害の点である。 

  特に，③ないし⑤の点に関し，外部電源が喪失すれば，基本的に，非常用

電源によって冷却機能を維持することになるが，非常用ＤＧが正常に機能す

ることは冷却維持にとって文字通り命綱となる。しかし，火山灰などの降下

火砕物により，この非常用ＤＧの吸気フィルタが目詰まりを起こし，あるい

は，発電機内に侵入して閉塞・摩耗させることにより，機能の喪失を起こす

可能性がある。 

  また，他方で，火山灰などの降下火砕物は，原発敷地における最大層厚が

どの程度であるか（降下した絶対量）だけでなく，その大気中濃度が大きけ

れば大きい（短期間に集中して降下する）ほど，目詰まりや機器の損傷を起

こしやすく，機器等に大きな影響を与える。従って，火山灰の侵入による影
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響を判断するためには，火山灰の大気中濃度の検討が必要となる。 

  そこで，ⅰ最大層厚の程度，ⅱ降下火砕物の大気中濃度，ⅲ非常用ディー

ゼル発電機の損傷の点について，被告の評価が保守的なものとなっているか

どうか検討する必要が出てくる。 

 

⑷ 原発が稼働しているかどうかが決定的に重要となること 

  以上見たとおり，厚さ１０㎝程度の火山灰が降灰しただけで，市民生活は

壊滅的な打撃を受け，産業活動は停止に至ることが分かる。その５倍にあた

る５０㎝の降灰があれば，人が車で移動することもできなくなる。食料や水，

物資の不足による飢餓，健康障害，多発する泥流や洪水などによって，被災

地域の住民の大半が，一時的に生存の危機に立たされるであろう。 

  もっとも，火山事象による影響下に原発がなければ（あるいは原発が冷温

停止状態になっていれば），それは深刻ではあるものの復旧・復興が可能な

自然災害にすぎない。しかし，その被災地域に原発が位置し，その原発の燃

料（使用済燃料を含む）の冷却ができなくなり，燃料溶融と放射能拡散が起

きたとすれば，火山災害と重畳して，福島第一原発事故すら比較にならない

ほどの甚大な放射能災害が広範な地域を襲うこととなる。人々の多くが死に

絶え，たとえ生き延びられたとしても，荒廃した国土で生活を営むことは困

難となるであろう。また，復旧・復興も半永久的に困難となり，わが国は，

文字どおり国土の一部を失う。大火山災害が起きたときに原発が稼働してい

たかどうかによって，住民の，そしてわが国の未来は決定的に異なるものと

なるであろう。 
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第３ 火山ガイドの概要 

１ はじめに‐２０１１（平成２３）年３月１１日大震災以前には，火山リスク

について明確な審査基準がなかったこと 

  炉規法４３条の３の８第２項が準用する同法４３条の３の６第１項第４号

は，許可（変更）許可の条件として，原子炉等による「災害の防止上支障がな

いものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること」

が規定されている。 

  これを受けて原規委が定めた，実用発電用原子炉及びその附属設備の位置，

構造及び設備の基準に関する規則６条１項では，「安全施設は，想定される自

然現象（地震，津波を除く）が発生した場合においても安全機能を損なわない

ものでなければならない。」と規定している。設置許可基準規則の解釈６条２

項によると，「想定される自然現象」には「火山の影響」も含むとされている

が，設置変更許可申請のうち火山の影響について同条項の規定を満たすもので

あるかどうかを判断する具体的な審査基準は存在していなかった。 

 

２ ２０１３（平成２５）年の火山ガイド制定 

  原規委が，火山の及ぼす影響について具体的な震災基準を定めて公表したの

は，２０１３（平成２５）年６月のことであった。すなわち，「原子力発電所

の火山影響評価ガイド」（甲Ｄ５７）であり，「火山ガイド」と呼ばれている。 

  なお，その後，火山ガイドは２０１７（平成２９）年１１月２９日に改正さ

れ（甲Ｄ５８，規制委員会「火山影響評価ガイドの一部改訂について），同年

１２月１４日施行された（甲Ｄ５９)。 

  また，２０１９（令和元）年１２月１８日にも改正されている（甲Ｄ２０２）。

以下，特に２０１９年改正後の火山ガイドを，「新火山ガイド」と呼ぶことが

ある。ただし，この改正は主に立地評価に関わるものであり，本件訴訟に影響

する改正はされていない。本件との関係では，むしろ２０１７年改正が重要で
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ある。 

 

３ 火山ガイドの概要 

  新火山ガイドは，全部で７章からなっているが，以下，その概要を述べる。 

 

⑴ 第１章「総則」（１頁以下） 

  第１章では，火山ガイドの位置づけや適用範囲のほか，様々な用語の定義

を記載している。第２で述べたもののほか，基礎知識として重要と思われる

ものをいくつか挙げておく。 

 

① 「原子力発電所の運用期間」（火山ガイド１．４⑷項） 

  原子力発電所の運用期間は，「原子力発電所に核燃料物質が存在する期

間」とされている。過去の裁判例においてもしばしば事実誤認がみられる

が，原則として４０年とされる「運転期間」とは全く異なる概念である。 

② 「第四紀及び完新世」（火山ガイド１．４⑸項） 

  「第四紀」とは，「地質時代の１つで，約２５８万年前から現在までの

期間」をいう。 

  第四紀は，図表１７のとおり，「更新世」と「完新世」に，更新世はさ

らに前期，中期及び後期に区分される。火山ガイド上は，完新世は「約１

万１７００年前から現在までの期間」とされる。 

 

区分 期間 

第四紀 更新世 
前期 

ジュラシアン期 258 万 8000 年前～180 万 6000 年前 

カラブリアン期 180 万 6000 年前～78 万 1000 年前 

中期 78 万 1000 年前～12 万 6000 年前 
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後期 12 万 6000 年前～1 万 1700 年前 

完新世 1 万 1700 年前～現在 

図表１７ 第四紀の時代区分 

 

⑵ 第２章「本評価ガイドの概要」（５頁以下） 

ア 立地評価（フロー図上段） 

  新火山ガイドは，火山影響評価について，図表１８にしたがって，「立

地評価」と「影響評価」の２段階で行うこととしている。 

 

図表１８ 新火山ガイドのフロー図（甲Ｄ２０２・２４頁） 

 

  立地評価では，まず原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出を行う

（フロー図左上の濃い黄色部分。新火山ガイド第３章）。次いで，抽出さ

れた火山の火山活動に関する個別評価を行う（フロー図右上の薄い黄色部
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分。新火山ガイド第４章）。この個別評価では，設計対応不可能な火山事

象が原子力発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいといえ

るか否かの評価が行われ，これが十分小さいと評価できない場合には立地

不適とされる。 

 

イ 影響評価（フロー図下段左側） 

  影響評価では，個々の火山事象に対する設計対応及び運転対応の妥当性

について評価が行われ（フロー図左下の赤色部分。新火山ガイド第５章），

設計が妥当ではないと判断されれば改めて設計が再検討されることとな

る。本件で特に問題となっているのは，影響評価である。 

 

ウ モニタリング（フロー図下段右側） 

  モニタリング（フロー図右下の青色部分。新火山ガイド第６章）につい

ては，旧火山ガイドでは立地評価の中に位置づけられていたが（図表１９）

２０１９年改正により，「火山影響評価のほか
、、、、、、、、、

，評価時からの状態の変化

の検知により評価の根拠が維持されていることを確認することを目的」と

して実施方針及び対処方針を策定するとされ（新火山ガイド２項），位置

づけが変更されている。 

 

エ 「地理的領域」について 

  火山ガイドにおける「地理的領域」の定義は，従来，第１章の定義規定

の中にあったが（旧火山ガイド１．４⑸項。甲Ｄ５９・２頁），新火山ガ

イドでは，第２章の解説-1.に変更されている。 

  解説-1.によれば，「地理的領域」とは，「火山影響評価が実施される原

子力発電所周辺の領域」であり，具体的には，「原子力発電所から半径１

６０㎞の範囲の領域」とされ，内容に変更はない。降下火砕物の影響につ
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いては，地理的領域外であっても火山影響評価が実施される。 

 

 

図表１９ 旧火山ガイドのフロー図（甲Ｄ５９・２３頁） 

 

⑶ 第３章「原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出」（６頁以下） 

  第３章では，原発に影響を及ぼし得る火山を抽出する方法について述べて

いる。 

  まず，原発の地理的領域（原発から半径１６０㎞の範囲の領域）に対して，

文献調査等で第四紀に活動した火山を抽出し（図表１８の①の部分），抽出

した第四紀火山について，文献調査，地形・地質調査及び火山学的調査を行

い，火山の活動履歴，噴火規模及びその影響範囲等を把握する。 

  次に，将来の火山活動可能性の評価を行う。すなわち，地理的領域にある

第四紀火山のうち，①完新世における活動の有無を確認し，完新世に活動を

行った火山については，将来活動の可能性のある火山とする（図表１８の②
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の部分）。②完新世に活動を行っていない火山については，文献調査等を基

に，当該火山の第四紀の噴火時期，噴火規模，活動の休止期間を示す段階ダ

イヤグラムを作成し，より古い時期の活動を評価する（図表１８の③の部分）。 

  その結果，将来の火山活動可能性が十分小さいと判断できる場合は，第４

章の個別評価の対象としない（第５章の地理的領域外の降下火砕物の影響に

ついて評価することになる）。それ以外の火山は，原子力発電所に影響を及

ぼし得る火山として，第４章の個別評価の対象となる。 

  なお，この点については，旧火山ガイドでは，「将来の活動可能性が無い」

と判断できる場合に個別評価の対象外とされていたが（旧火山ガイド３．３

⑵項），「活動可能性が十分小さい」へと要件が緩和されている。 

 

⑷ 第４章「原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価」（９

頁以下） 

  第４章は，第３章で抽出された原発に影響を及ぼし得る火山（このような

火山を「検討対象火山」という。）について，設計対応が不可能な火山事象

が原発の運用期間中に影響を及ぼす可能性の評価を行う。評価に当たっては，

過去の火山活動履歴とともに，必要に応じ，地球物理学的及び地球化学的調

査を行い，現在の火山の活動の状況も併せて評価することとされている。 

  本件では問題とならないため，必要な範囲でのみ説明する。 

 

ア 設計対応不可能な火山事象（４．１項） 

  設計対応不可能な火山事象については，検討対象火山と原発との間の距

離が図表２０に示す距離より大きい場合，その火山事象を評価の対象外と

することができる（図表２０の２，３，４，８及び１１の５事象が設計対

応不可能な火山事象である）。 
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図表２０ 新火山ガイド表１（甲Ｄ２０２・２３頁） 

 

イ 個別評価 

  個別評価は，検討対象火山の活動可能性と，到達可能性という観点から

行われる。 

 

⑸ 第５章「個別評価の結果を受けた原子力発電所への火山事象の影響評価」

（１１頁以下） 

ア 影響評価の概要 

  第５章は，設計対応可能な火山事象に関する影響評価を定めている。 

  これは，原則的に，原発の運用期間中において設計対応不可能な火山事

象によって原発の安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された

火山について，それが噴火した場合，原子力発電所の安全性に影響を与え

る可能性のある火山事象を抽出し，その影響評価を行うというものである。 

  ただし，降下火砕物については，地理的領域外からの影響も無視できな
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いことから，第３章の火山抽出の結果にかかわらず，原発の敷地及びその

周辺調査から求められる単位面積当たりの質量と同等の火砕物が降下する

ものとしている。この場合，噴出源が同定でき，その噴出源が将来活動す

る可能性が否定できる場合には，考慮対象から除外される。 

  評価の対象となる火山事象は，図表２０の１，５，６，７，９，１０，

１２及び１３の８事象である。 

  このうち，本件で特に問題となるのは降下火砕物であるため，以下，降

下火砕物の評価に限って詳述する。 

 

イ 降下火砕物の一般的影響 

  降下火砕物の一般的影響は，前述したとおりであるが，火山ガイドの規

定も簡単に触れておく。 

 

(ｱ) 直接的影響 

  降下火砕物は，ごくわずかな堆積
、、、、、、、、

でも，原発の通常運転を妨げる可能

性があるとされている。直接的影響としては，構造物への静的負荷
、、

，粒

子の衝突，水循環系の閉塞及びその内部における摩耗
、、

，換気系，電気系

及び計装制御系に対する機械的及び化学的影響
、、、、、、、、、、

，並びに原子力発電所周

辺の大気汚染
、、、、

等の影響が挙げられている。 

  また，降雨等によって，静的負荷を著しく増加させる可能性がある，

つまり，灰が水を含むと乾燥状態よりも著しく重くなることを指摘して

いる（前述のとおり，１．５倍程度になるといわれている）。 

  火山灰粒子には化学的腐食や給水の汚染を引き起こす成分が含まれ

ている（以上，甲Ｄ２０２・５．１⑴項(a)）。 

 

(ｲ) 間接的影響 
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  間接的影響としては，原発周辺の社会的インフラに影響を及ぼすた

め，広範囲な送電網の損傷による長期の外部電源喪失
、、、、、、、、、

や原子力発電所へ

のアクセス制限事象
、、、、、、、、

が発生し得ることも考慮するとされている（甲Ｄ２

０２・５．１⑴項(b)）。 

 

ウ 降下火砕物の影響評価 

  降下火砕物の影響評価では，降下火砕物の堆積物量，堆積速度，堆積期

間及び火山灰等の特性などの設定，並びに降雨等の同時期に想定される気

象条件が火山灰等特性に及ぼす影響を考慮し，それらの原子炉施設又はそ

の付属施設への影響を評価し，必要な場合には対策がとられ，求められて

いる安全機能が担保されることを評価することとされている（甲Ｄ２０

２・５．１⑵項）。 

  直接的影響に関する確認事項としては， 

① 降下火砕物堆積荷重に対して，安全機能を有する構築物，系統及び機器の健

全性が維持されること。 

② 降下火砕物により，取水設備，原子炉補機冷却海水系統，格納容器ベント設

備等の安全上重要な設備が閉塞等によりその機能を喪失しないこと。 

③ 外気取入口からの火山灰の侵入により，換気空調系統の
、、、、、、、

フィルタ
、、、、

の目詰まり
、、、、、

，
、

非常用ディーゼル発電機の損傷等による系統・機器の機能喪失
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

がなく，加えて

中央制御室における居住環境
、、、、、、、、、、、、、

を維持すること。 

④ 必要に応じて，原子力発電所内の構築物，系統及び機器における降下火砕物

の除去等の対応が取れること。 

 が挙げられている。 

  また，間接的影響に関する確認事項としては，原子力発電所外での影響

（長時間の外部電源の喪失及び交通の途絶）を考慮し，燃料油等の備蓄又

は外部からの支援等により，原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損な
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わないように対応が取れることを挙げている（甲Ｄ２０２・５．１⑶項）。 

 

エ 現在の層厚と降灰時の層厚の関係 

  降下火砕物の影響評価において重要なのは，堆積量について，「降下火

砕物は浸食等で厚さが低く見積もられるケースがあるので，文献等も参考

にして，第四紀火山の噴火による降下火砕物の堆積量を評価する」とされ

ている点である。前述のとおり，原発の敷地及びその周辺調査で，１０㎝

の火山灰層が確認された場合には，それが数千年～数万年前の噴火による

地層であるときは，噴火当時は，少なくとも２０㎝の降灰（前記風化・浸

食等の影響を考慮すればさらに厚い可能性もある）があった可能性がある

のである。 

 

⑹ 第６章「火山影響評価の根拠が維持されていることの確認を目的とした火

山活動のモニタリング」（２０頁以下） 

  第６章は，火山活動のモニタリングについて定めている。 

  旧火山ガイドは，第５章において，立地評価の中でモニタリングを定めて

いたが，新火山ガイドでは第６章に変更されている。 

  モニタリングは，評価時から評価の根拠が維持されていることを確認する

ことを目的として行われ，観測データに有意な変化を把握した場合には，状

況に応じた判断・対応を行うとしている。 

  本件では争点と関係がない項目であるため，詳述はしない。 

 

⑺ 第７章「附則」（２２頁以下） 

  第７章は附則であり，このガイドに掲げる評価方法以外であっても妥当性

が適切に示されればその方法を用いてよいこと，ガイドは，新知見の蓄積に

応じて，それらを適切に反映するよう見直していくことが記載されている。 
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４ ２０１７（平成２９）年の火山ガイド改正 

⑴ 他の原発訴訟における住民らの訴え 

ア ２０１３（平成２５）年６月に火山ガイドが作成されると，各地で行わ

れている原発訴訟において，火山ガイドの内容の適否，及び火山ガイドに

基づく審査の適法性等が争われるようになった。 

イ 主な争点は，①噴火規模の過小性（噴火の予測可能性，最大規模の設定

の不合理性，巨大噴火を社会通念上無視ないし軽視してよいかなど），②

降下火砕物の最大層厚の過小性（噴煙柱高度や風速，風向について不確か

さの考慮が不十分であることなど），③降下火砕物の大気中濃度の過小性

（不合理な参考値を用いてきたことなど），④降下火砕物の施設への影響

の非保守性（荷重，冷却系への影響（吸水口の閉口など），吸気系への影

響（非常用ディーゼル発電機の閉塞・摩耗，焼付・固着など），配電系へ

の影響及び居住区間への影響）などである。 

  本件では，このうち，②，③及び④が問題となっている。 

ウ これらの裁判の過程で火山ガイドの不備・影響の過小評価が明らかにさ

れることとなり，伊方３号機仮処分事件で２０１７（平成２９）年１２月

１３日広島高等裁判所は阿蘇カルデラの火砕流が伊方原発に到達する可能

性を認め，原子力規制委員会が策定した「火山ガイド」に基づいて「立地

不適」とし，その運転を差し止める決定を出すに至った。また降下火砕物

の層厚の想定（１５㎝）も過小とし，これを前提として算定された大気中

濃度の想定（約３．１〔g/㎥〕）も過小であると断じた（経過の詳細は，

甲Ｄ５・海渡雄一「伊方原発広島高裁決定の意義と今後の課題」判時２３

５７・２３５８合併号参照）。 

エ 大気中濃度の評価をめぐっては，２０１０（平成２２）年のアイスラン

ド・エイヤヒャトラ噴火の際の気中濃度（ヘイマランド観測値≒０．００



- 51 - 

３〔g/㎥〕）は，層厚がわずか５㎜の地点の，ＰＭ１０（粒径が１０㎛未

満の粒子）の再飛散値（噴火から約３週間後の数値）で，到底参考に値し

ない数値であることが明らかとなった。また１９８０（昭和５５）年のア

メリカ・セントヘレンズ噴火の際のヤキマ観測値≒０．０３〔g/㎥〕とい

う気中濃度も，層厚８㎜地点の測定値で，機器の測定限界もあったことが

明らかとなった。 

 

⑵ 電中研報告 

  加えて，２０１６（平成２８）年４月に電力中央研究所による「数値シミ

ュレーションによる降下火山灰の輸送・堆積特性評価法の開発（その２）」

が発表され，富士宝永噴火における横浜（降灰実績１６㎝）での火山灰濃度

は１０００〔㎎/㎥〕（＝１〔g/㎥〕）となり得るというシミュレーション結

果が示された。またセントヘレンズ噴火の際のヤキマ観測値（０．０３〔g/

㎥〕）は，採取器が高濃度に対応できる設計でなかったものであることが指

摘され，実際はより高い濃度であった可能性が否定できないことが示された。 

  いずれも事業者が参照してきた気中濃度評価が過小評価であり，原規委が

審査時にはそれを見抜けなかったことが，裁判によって明らかにされたので

ある。これが「世界最高水準」（安倍首相）という原規委・原規庁の「最新

の科学的知見」のレベルであった。 

 

⑶ ２０１７（平成２９）年１１月の火山ガイド改正 

ア 一連の裁判及び電中研報告が出て，原規委は火山ガイドの見直しをせざ

るを得ない事態に至った。 

  ２０１３（平成２５）年６月１９日の火山ガイド制定後，２０１６（平

成２８）年１０月５日第３５回原規委会合において，降下火砕物の気中濃

度に関し，電中研報告等について収集・分析や研究を進め，規制へ反映す
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るか否かを判断する必要があるとの指摘が出されたことなどを踏まえて，

２０１７（平成２９）年１月２５日第５７回及び同年２月１５日第６１回

原規委会合において，「降下火砕物の影響評価に関する検討チーム」（以

下，「検討チーム」という。）が設置された。 

イ 検討チームは，２０１７（平成２９）年３月２９日から３回の会合を開

催し，①原子力発電所敷地における気中降下火砕物濃度の評価の考え方，

②機器への影響評価の考え方について検討を行い，原規庁より「気中降下

火砕物濃度の推定の考え方」（甲Ｄ６１）が示された。この中では，気中

降下火砕物濃度の推定方法として， 

① 観測値の外挿による推定する方法 

② 灰継続時間を仮定して堆積量から推定する方法 

（②‐ａ堆積量実測値，②‐ｂ堆積量シミュレーション値） 

③ 数値シミュレーションにより推定する方法（ＦＡＬＬ３Ｄモデル

計算） 

 の３つが示された。 

ウ 検討チームは，同年７月１９日第２５回原規委会合において「気中降下

火砕物に係わる規制の考え方」を報告し，同委員会において，同報告に基

づいて規則等の改正を行うことが了承された。原規委は，２０１７（平成

２９）年１１月２９日，火山ガイドを改正し「気中降下火砕物濃度の推定

手法について」（甲Ｄ５９・２７頁以下）を定めた。 

エ ２０１７（平成２９）年改正火山ガイドは，降下火砕物の直接的影響の

確認事項として，「③外気取入口からの火山灰の侵入により，換気空調系

統のフィルタの目詰まり，非常用ディーゼル発電機の損傷等による系統・

機器の機能喪失がなく，加えて中央制御室における居住環境を維持するこ

と」の確認を求めている（火山ガイド６．１⑶項(a)）。これ自体は従前の

規定と変わっていないが，その解説に，「外気取入口から侵入する火山灰
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の想定に当たっては，添付１の『気中降下火砕物濃度の推定方法について』

を参照して推定した気中降下火砕物濃度を用いる」との文言が付加され，

また，気中降下火砕物濃度は，原発への「間接的な影響の評価にも用いる」

とされた（解説-17.）。 

  つまり，２０１７（平成２９）年改正火山ガイドにおいては，気中降下

火砕物濃度を推定し，その濃度を踏まえた原発の安全について，設置変更

許可段階でも審査・判断することが明示されたわけである11。 

オ 気中降下火砕物濃度の推定手法としては，「３．１降灰継続時間を仮定

して降灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法」と「３．２数値シミ

ュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定する手法」の２つが規定さ

れ，そのいずれかの手法によって推定することとされた。そして，算出さ

れた気中濃度環境下における影響評価を行わなければならないとされた。 

カ 本件訴訟との関係では，改正火山ガイドが定める気中降下火砕物濃度を

推定する手法が，合理的なものか否かが問題となるとともに，本件原発で

想定される層厚５０㎝での濃度はどの程度になるかが主要なテーマとな

る。被告は層厚５０㎝で火山ガイド改正前の想定は０．０３〔g/㎥〕だっ

たものを，火山ガイド改正によって３．５〔g/㎥〕と１００倍に引き上げ

ざるを得なくなった（甲Ｄ６３）。この点については，第５以下で検討す

る。 

キ また，被告は，降下火砕物の気中濃度に関する問題について，保安規定

（運用レベル）のみに係る問題であって，設置変更許可段階（基本設計レ

ベル）で審査するべきものではないと述べているが，これは明らかな事実

誤認である。 

 
11 火山ガイド添付１の「気中降下火砕物濃度の推定手法について」には，「本手法により推定

された気中降下火砕物濃度は，設計及び運用等による安全施設の機能維持が可能かどうかを評

価するための基準として用いる」とされており，単に「運用」だけでなく，「設計」による安

全施設の機能維持に関しても基準として用いられることが明示されている。 
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  前述のとおり，気中降下火砕物濃度に関する問題は，火山ガイドの２０

１７（平成２９）年改正によって，設置変更許可の段階（基本設計レベル）

でも判断されることが明らかにされた。すなわち，設置変更許可段階にお

いても，気中降下火砕物濃度の推定がなされなければならないし，推定さ

れた濃度を用いて，外気取入口から侵入する降下火砕物の想定とその影響

を確認しなければならないし，間接的影響評価も行わなければならない。 

  確かに，２０１７（平成２９）年改正火山ガイドは，地震や津波と異な

り，気中降下火砕物が降灰開始と同時に損傷等を引き起こすとは限らない

という特色12を踏まえて，上述した安全施設の機能維持評価だけでなく，

外気取入口の閉止等の運用面での対応（保安規定に関する部分）も含めて

全体として対応することを求めているが，「全体として」とある以上（新

規制基準の考え方３５８頁），保安規定のみで判断すればよい（設置変更

許可で判断しなくてよい）ということではないことは明らかである。 

 

第４ 火山事象に関する司法審査の在り方 

  原発の民事差止訴訟である本件における司法審査の在り方については，総論

的に述べているので，ここでは詳述はしないが，必要な限度で主張しておく。 

 

１ 民事訴訟における訴訟物と差止めの要件 

⑴ 保安規定変更認可申請の有無は本件訴訟物とは直接関係がないこと 

  改めていうまでもなく，本件の訴訟物は，人格権に基づく妨害予防請求と

しての原発の稼働差止請求であり，本来，行政手続たる設置変更許可処分と

は無関係に，人格権侵害の具体的危険の有無が判断されるものである。 

 
12 なお，このような特色があること自体を否定するつもりはないが，さりとて，降灰開始後

まもなく損傷等を引き起こす可能性は否定されていないことに注意を要する。 
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  もっとも，原発については，その内在する危険の特異性13から，予め網羅

的一般的にその設置・運転を禁止しておき，国の定める基準を充たした場合

に例外的に禁止を解除するという許可制が採用されていること（つまり，適

切な許可を得ずに設置・運転を行うことはそれ自体違法であること）などに

照らし，人格権侵害の具体的危険の有無の判断に当たっては，原発の安全に

関する基準の合理性，当該基準への適合判断の合理性が重要な間接事実とな

るため，争点整理においても，これら２点を中心に争点が整理されてきた。 

  しかるに，今般，被告は，進行協議期日における発言ではあるものの，火

山事象のうち降下火砕物の気中濃度に関する原告らの主張に対して，降下火

砕物の想定や対策は設置許可基準ではなく保安規定で判断されること，保安

規定変更認可申請はまだ行っておらず，反論もできないかのように述べた。 

  しかし，本件は行政訴訟ではなく民事差止訴訟であるから，保安規定変更

認可申請がされているか否かは間接事実にすぎず，火山灰の影響に対して本

件原発の安全が確保され，人格権侵害の具体的危険がないといえるか否かこ

そが審理の対象とされる。 

 

⑵ 平穏生活保持権も人格権の一内容というべきこと 

  本件原発が過酷事故を起こすことによって侵害され得る原告らの利益は，

生命，身体の安全，財産権のほか，地域の生活基盤そのものが破壊されるこ

とにより，個人がその地域において長年にわたって形成してきた人間らしい

生活そのものの維持ができなくなること（平穏生活保持権）も含めた人格権

の根幹部分である。 

 
13 日本弁護士連合会第５７回人権擁護大会シンポジウム第１分科会の基調報告書によれば，

原発の根本的危険性・特性として，①停止後も崩壊熱を発し続けるために，他の技術であれ

ば，事故後速やかに運転を停止すればそれ以上の被害の発生を止められるのに対し，原発で

は，事故後も冷却を続けない限り事態が悪化していくという点，②科学技術から得られる知見

に限界がある点（本件においても科学の不定性として述べた点），③被害の激甚性の３つが挙

げられている。このうち，③被害の激甚性としては，ⅰ甚大性（コミュニティ全体の破壊を含

む），ⅱ不可逆性，ⅲ広範囲性及びⅳ長期継続性が挙げられている（甲Ｇ２・４９～５１頁）。 
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  これら人格権の根幹部分は，原発を稼働して経済的な利益を受けるという

被告の利益（経済的自由）よりも価値の大きいものであり，本件原発の安全

が確保されず，原告らの人格権が侵害される具体的な危険があると認められ

れば，人格権に基づく妨害予防請求としての差止めが認められる。 

 

２ 具体的危険の判断方法 

  原発による深刻な災害が万が一にも起こらないようにするという炉規法の趣

旨に照らし，また，福島第一原発事故のような事故を二度と起こさないように

するという２０１２（平成２４）年改正の趣旨に照らし，福島原発事故直前に

差止請求がなされたと仮定した場合に「人格権侵害の具体的危険」が肯定され

るような判断手法が採用されなければならない。 

  そこで，差止めの要件として「人格権侵害の具体的危険がある」とは，原発

の安全が確保されてない可能性が否定できないことと捉えるべきである。 

  ここでいう「安全」の意義について，原告らとしても，ゼロリスクを求める

ものではないが，原発事故が，事態の進展に伴ってますます悪化するという性

質をもつこと（異常事態が発生した後も，「止める」「冷やす」「閉じ込める」

という各機能を維持し続けなければならない），科学技術から得られる知見に

限界があること，事故被害が特異であることなどに照らし，他の科学技術の利

用に係る危険施設と比較しても最高度の安全が要求される。 

  具体的には，事業者（被告）が， 

① 工学上の経験則に準拠するだけでなく，科学（理論）的な想定や計算に

すぎないものについても考慮に入れて，できる限り科学の不定性等を排除

することを怠っていないこと 

② 支配的・通説的な見解に寄りかかって，全ての代替可能な科学的知見を

考慮することを怠っていないこと 

③ 代替可能な科学的知見について検討したうえでこれを採用しない場合で
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も，リスク調査やリスク評価に残る不定性を適切に把握し，十分に保守的

で合理的な根拠を示していないこと 

 のいずれか一つでも充たしていない場合には，安全が確保されたとはいえない

という基準を採用すべきである。なお，伊方原発に関する２０２０（令和２）

年１月１７日広島高裁即時抗告審決定においても，その理念は尊重すべきとさ

れ，ある問題について専門家の間で見解が対立している場合には，支配的・通

説的な見解であるという理由で保守的でない設定となる見解を安易に採用する

ことがあってはならないという基準が用いられた。 

 

３ 主張立証責任 

⑴ 行政庁の判断がなされている場合 

  原発差止訴訟における人格権侵害の具体的危険の主張立証責任は，原則と

して住民側にあるが，前述した原発事故の進展及び被害の特異性や資料の偏

在に照らし，被告において，人格権侵害の具体的危険が存在しないことを主

張立証しなければならない。 

  被告は，この具体的危険の不存在に関して，行政庁の設置変更許可等の判

断が示されている場合には，「（基準適合判断に係る審査において用いられ

る）具体的審査基準の合理性」及び「基準適合判断（原規委の判断が出てい

ない時点にあっては被告による基準適合評価）の合理性」を主張することが

あり得るが，これらは具体的危険の不存在を推認する間接事実の一つと捉え

るべきである（もっとも，それらが重要な間接事実であること自体は争うも

のではない）。 

  原告らは，被告による人格権侵害の具体的危険の不存在の立証に対して，

基準の不合理性及び基準適合判断の不合理性を間接反証として行うことがで

き14，被告の主張する基準の合理性及び基準適合判断に関して裁判官が抱い

 
14 例えば，伊方原発広島高裁平成２９年１２月１３日即時抗告審決定１７５～１７８頁。な
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た確信を動揺させればよい（いわゆる真偽不明に持ち込めば足りる）。事業

者の主張・疎明が尽くせなかったときは，具体的危険の存在が事実上推定さ

れる。 

 

⑵ 行政庁の判断がなされていない場合 

  他方，行政庁の判断が示されていない場合には，基準の合理性及び基準適

合判断の合理性に代えることができないということであるから，事業者は，

原則に戻って，人格権侵害の具体的危険の不存在を主張・立証すべきことに

なる。被告は，気中降下火砕物濃度の評価に関して，設置変更許可ではなく

保安規定で評価される旨主張しているが，保安規定変更認可に係る行政庁の

判断が示されていない場合には，事業者は，原則どおり，人格権侵害の具体

的危険の不存在を主張・立証しなければならない。 

  このように，仮に，被告の主張するとおり，降下火砕物の影響に関する問

題が保安規定変更認可のみに係る問題であり，その行政庁の判断が出されて

いないというのであれば，被告は，降下火砕物の影響による人格権侵害の具

体的危険の不存在（本件原発の安全が確保されていること）について，基準

の合理性及び基準適合判断の合理性とは別に主張・立証すべきなのであり，

反論がない，ということは，この主張・立証が尽くされないということを意

味する。 

  そうすると，結局，この争点に関しては，被告の主張を前提としても，被

告が人格権侵害の具体的危険の不存在について主張・立証を尽くせなかった

結果，人格権侵害の具体的危険の存在が推定されることになり，原告らの請

求が認容されることになる。 

 

 
お，この決定は異議審（伊方原発広島高裁平成３０年９月２５日異議審決定４頁）で覆されて

いるが，異議審も，判断枠組みについては踏襲している。 
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⑶ 大間函館地裁判決とは前提が異なること 

  なお，原告らの主張に対して，被告から，保安規定変更認可がなされてい

ない以上，裁判所が行政判断に先立って原発の安全についての判断を行うべ

きではないという主張がなされる可能性がある。 

  例えば，大間原発に関する函館地裁平成３０年３月１９日判決は，原規委

の設置変更許可の判断が出る前の段階にあっては，未だ許可の見通し，運転

開始の具体的目途が立っておらず，その時点で人格権侵害の具体的危険性を

直ちに認めることは困難であるとし，事業者の主張が具体的審査基準に適合

しているか否かという判断については行わず，安全審査に用いる具体的審査

基準それ自体に不合理な点があるか否かに限って判断することとした。 

  しかし，本件では，既に設置変更許可の判断がなされており，近い将来，

保安規定変更処分がなされ，運転が開始されることも見込まれるのであるか

ら，前提が全く異なる。函館地裁のような考え方は，行政庁の第一次的判断

権の尊重という考え方を前提としているように思われるが，これは本来行政

訴訟における考え方であり，函館地裁は行政訴訟と民事訴訟を混同している。

しかも，２０００（平成１２）年以降の司法制度改革においてこのような旧

態依然とした考え方からの脱却が指向されたのであって（甲Ｄ２００・２～

３頁），少なくともこのような考え方を根拠として司法判断を回避すること

は，司法の職責放棄といわざるを得ない。 

 

第５ 火山事象に関する被告の評価内容 

１ はじめに 

  被告は，本件原発に関する火山影響評価について，２０１７年（平成２９年）

１月２０日，原規委に報告書を提出した。同日の審査会合及び同年２月１３日

の現地調査をふまえて，原規委から被告に対し，検討事項のコメントが出され

た。被告は，同年６月３０日，コメントに対する回答書を原規委に提出した（甲
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Ｄ６２）。 

  しかるに，下記４で取り上げる「降下火砕物の影響評価」において被告の申

請は火山ガイド見直しと期を一にしており，２０１７年（平成２９年）１２月

の火山ガイド改正によって見直しを迫られ，２０１８年（平成３０年）４月９

日に再提出する結果となった（甲Ｄ６３）。 

  ここでは，被告による火山評価の問題点（第６）を述べる前に，東海第二原

発に対する被告の火山リスク評価の概要について述べる。 

 

２ 対象火山の抽出 

  まず，本件原発の地理的領域（半径１６０㎞範囲）に位置する第四紀火山と

して，高原山から榛名山までの陸域の３２火山を抽出した。次に，これらにつ

いて完新世の活動の有無，将来の活動性を検討した結果，原子力発電所に影響

を及ぼし得る火山として，将来の活動可能性が否定できない１３の火山を絞り

込んだ。すなわち，高原山，那須岳，男体・女峰火山群，日光白根山，赤城山，

燧ヶ岳，安達太良山，笹森山，磐梯山，沼沢，子持山，吾妻山，そして榛名山

である。 

 

３ 上記１３火山の火山活動に対する個別評価（立地評価） 

  次に，上記１３火山について，火砕物密度流，溶岩流，岩砕なだれ・地すべ

り及び斜面崩壊，新しい火口の開口，地殻変動の設計対応不可能な火山事象が

原発に影響を及ぼす可能性を検討した。 

  その結果，溶岩流，岩砕なだれについては，いずれの火山も敷地との距離が

５０km より長いため，評価の対象外とされた。 

  新しい火口の開口と地殻変動については，敷地が火山フロントより前弧側（東

方）に位置すること，敷地周辺では火山活動は確認されていないことから，こ

の火山事象が発電所の運転期間中に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価
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された。 

  火砕物密度流については，高原山と日光白根山では発生実績が認められず，

その他の１１火山は敷地と火砕物密度流の到達可能性範囲の距離から発電所に

影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価された。 

  以上のことから，設計対応不可能な火山事象（火砕物密度流，溶岩流，岩砕

なだれ他，新しい火口の開口，地殻変動）が発電所に影響を及ぼす可能性はな

いと評価されている。 

 

４ 降下火砕物の影響評価 

  原子力発電所に影響を及ぼし得る可能性のある火山事象のうち，降下火砕物

以外の火山性土石流，噴石，火山ガス，その他の火山事象については，敷地の

地形や火山との距離などの関係から，影響を評価すべき火山事象はないとされ

ている。 

  そこで，本件原発に影響を及ぼし得る可能性のある降下火砕物について，被

告の評価をみていく。 

 

⑴ 検討対象火山とテフラ 

  降下火砕物の評価については，火山ガイドにおいて，「降下火砕物に関し

ては，火山抽出の結果にかかわらず，原子力発電所の敷地及びその周辺調査

から求められる単位面積あたりの質量と同等の火砕物が降下するものとす

る。」とされている。このことから，地理的領域外の火山も対象に文献調査

及び地質調査を行い，敷地において最大となる降下火砕物の層厚が設計上考

慮する降下火砕物の層厚とされる。 

  東海第二原発の敷地周辺（半径約３０㎞以内）で確認または分布が推定さ

れる降下火砕物のうち，発電所の運用期間中に同規模の噴火の可能性のある

１３テフラについて検討した結果，最大厚層となる降下火砕物は赤城鹿沼テ
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フラ（Ａｇ‐ＫＰ）であった（図表２１）。赤城鹿沼テフラの供給源となる

火山は，群馬県に位置する赤城山である。 

 

図表２１ 甲Ｄ６２（被告平成２９年６月３０日付書面）８１頁左図 

 

⑵ 赤城鹿沼テフラの検討結果 

  文献調査，地質調査を踏まえ，敷地周辺での層厚のバラツキを考慮して，

層厚を４０㎝と評価した。 

  さらに，噴出量等のパラメータについて，最新知見を踏まえて再検討し，

従来の２．５㎦を５㎦に見直しし，噴煙柱高度・風速・風向などの不確かさ

を考慮して，敷地での層厚を約４９㎝と評価した。 

  そして最終的に，設計上考慮する層厚を総合的に判断し，５０㎝と評価し

ている（図表２２）。 
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図表２２ 甲Ｄ６２（被告平成２９年６月３０日付書面）１１８頁 

 

⑶ 降下火砕物の粒径と密度 

  文献調査および地質調査（土質調査）結果から，設計上考慮する降下火砕

物の粒径及び密度の設定値を図表２３のとおりと評価した。 

 

図表２３ 甲Ｄ６２（被告平成２９年６月３０日付書面） 
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⑷ 降下火砕物の大気中濃度 

ア 降下火砕物の大気中濃度については，前述のとおり，当初，他の先行事

例（川内原発や伊方原発）において，ヘイマランド観測値０．００３〔g/

㎥〕が用いられていた。 

  しかし，川内原発や伊方原発の差止訴訟を通じて，ヘイマランド観測値

が到底参考に値するような数値ではないことが明らかとなった。 

  そこで，電力事業者は，アメリカ・セントヘレンズ火山噴火（１９８０

年）の際のヤキマ地区（火口から約１３５km 離れた地点であり，層厚０．

８㎜程度の地点）における火山灰濃度である３３４００〔㎍/㎥〕（≒０．

０３〔g/㎥〕）を採用してそれでも原発施設の安全に影響がないという説

明を行うようになった。被告も，ヤキマ観測値を前提として影響評価を行

っている（図表２４）。 

図表２４ 甲Ｄ２０３（東海第二発電所 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））１２４頁 

 

イ ところが，その後の訴訟において，セントヘレンズ火山噴火についても

その濃度が過小であることが判明し，前述のとおり，２０１７（平成２９）

年１１月に火山ガイドが改正された。被告は，２０１８（平成３０）年４

月，あわてて気中濃度を約１００倍の３．５〔g/㎥〕に引き上げた（図表
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２５）。しかし，その具体的な対応については設置変更許可申請には間に

合わないことから，保安規定認可までに対応を図るので設置変更許可はし

て欲しい旨の書類を原規委に提出した（甲Ｄ６３）。 

 

図表２５ 甲Ｄ６３（日本原電「気中降下火砕物対策に係る検討について」） 

 

第６ 火山事象による人格権侵害の具体的危険の存在 

１ はじめに 

  第５で述べたような火山事象に関する被告の評価を前提として，本件におけ

る火山事象と関連する人格権侵害の具体的危険について述べる。以下，概要を

述べ，２項以下で詳述する。 

 

⑴ まず，被告は，前述のとおり，５０㎝の層厚想定に対して敷地における気

中降下火砕物濃度を３．５〔g/㎥〕と想定しているが15，実際には，他の原発

における気中濃度推定と比較しても，５０㎝の層厚となった場合には，１３．

３〔g/㎥〕程度の濃度になる可能性が十分に存在する。 

  被告の想定は大幅な過小評価である可能性が高く，想定を大きく上回る降

下火砕物が本件原発敷地に到来することにより，冷却機能や放射性物質を閉

じ込める機能が喪失し，大量の放射性物質が周辺環境に放出されて，原告ら

 
15 なお，前述のとおり，審査会合ではあくまでもヤキマ観測値（０．０３〔g/㎥〕）で説明が

されており，３．５〔g/㎥〕という数値は事業者ヒアリングで初めて出されたものにすぎない，

正式な想定値とはいい難いものである。 
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の人格権を侵害する具体的危険が存在する。 

 

⑵ 被告の想定に関して，具体的審査基準たる火山ガイドが不合理であること

についても主張する。 

  火山ガイドは，濃度の推定手法として「３．１降灰継続時間を仮定して降

灰量から気中降下火砕物濃度を推定する手法」（以下「３．１の手法」とい

う。）又は「３．２数値シミュレーションにより気中降下火砕物濃度を推定

する手法」（以下「３．２の手法」という。）を挙げており，これらのうち

いずれか一方を用いて推定すればよいとされている。被告も，このうちの「３．

１の手法」に従って濃度を推定している。 

  しかし，火山ガイドの定める濃度推定手法には大きな不確実性が存在して

いるにもかかわらず，この不確実性を保守的に踏まえたものとなっていない

点で，基準自体不合理である（基準の不合理性①）。 

 

⑶ 次に，被告は，「３．１の手法」を用いて気中濃度を算出しているところ，

「３．１の手法」において用いられた粒径分布は，実際の粒径分布とは異な

るものであって，実現象を再現したものとなっていない。被告は，「粒径の

大きい降下火砕物の割合を大きくするなどの条件」を設定し，実現象よりも

気中濃度を小さく算出している。また，密度についても，保守的な値となっ

ていない。 

  したがって，火山灰濃度に関する原規委による基準適合判断には看過し難

い過誤，欠落が存在し，基準適合判断の不合理性が認められる（基準適合判

断の不合理性）。 

 

⑷ さらに，火山ガイド自体が，実現象とは異なって粒径が大きい降下火砕物

の割合が多くなるような粒径分布を設定することを許容しており，この点で
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も具体的審査基準たる火山ガイドは不合理である（基準の不合理性②）。 

 

２ 気中濃度に関する過小評価 

⑴ 火山事象に関する基準適合判断の杜撰さ 

  前述したとおり，原規委は，電力会社が当初ヘイマランド観測値（０．０

０３〔g/㎥〕）やヤキマ観測値（０．０３〔g/㎥〕）を用いて降下火砕物の

気中濃度を想定していたことについて，それらが全く信頼できない数値であ

ることを看過して設置変更許可処分を行っていた。 

  これらの観測値が全く信頼に値しないものであることは，インターネット

を少し調べれば分かることであり，実際，住民側も，専門家の助言は受けつ

つ，アイスランド共和国の公式サイトの記載や，セントヘレンズ噴火に関す

る論文の記載から，それらが層厚１㎝に満たない地点の観測値であること，

粒径の小さい火山灰だけを測定したものであることなどを突き止めて，訴訟

において主張した。 

  被告を含む電力事業者は，このように気中濃度に関する過去のデータにつ

いて，自らは何ら批判的に検討することなく採用し，原規委は，専門的知見

を有しない住民側でさえ容易に気付くような問題も気づかずに設置変更許可

処分を行った。 

  このような気中降下火砕物に関する審査及び許可の経緯は，原規委が，い

かに杜撰な審査を行ってきたかを如実に示すものである。 

 

⑵ 原規庁の試算や他の原発と比較しても大幅な過小が存在すること 

ア 原規庁の試算 

  被告による気中濃度の推定値である３．５〔g/㎥〕は，例えば原規庁の

試算と比較しても大幅な過小が存在する。 

  すなわち，被告は，本件原発においては，５０㎝もの想定降灰に対して，
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３．５〔g/㎥〕の濃度にしかならないと想定しているが，例えば，原規庁

「気中降下火砕物濃度の推定の考え方」（甲Ｄ６１）において示された①

観測値外挿による推定，②堆積量からの推定及び③数値シミュレーション

による推定のうち，原規庁の手法②‐ａでは，想定層厚１５㎝に対し，気

中濃度は２～７〔g/㎥〕とされている（降灰継続時間を１２時間と仮定し

た場合には３～７〔g/㎥〕，降灰継続時間を２４時間と仮定した場合には

２～４〔g/㎥〕，８頁）。 

  原規庁の手法③では，想定層厚１５㎝に対し，気中濃度数〔g/㎥〕（３

～５〔g/㎥〕）が継続すると試算されている（１５頁）。 

イ 他の原発における想定との比較 

  また，他の原発における気中濃度想定と比較しても大幅な過小であるこ

とがうかがえる。 

  伊方原発３号機では，設計層厚１５㎝に対して，濃度は約３．１〔g/㎥〕

とされている。玄海原発３，４号機では，設計層厚が１０㎝に対し，濃度

が約３．８〔g/㎥〕とされている。 

  このほか，設計層厚が１０㎝の美浜原発や高浜原発，大飯原発について

は，想定濃度は約１．４ないし１．８〔g/㎥〕程度とされているし，設計

層厚が１５㎝の川内原発１，２号機も，想定濃度は，伊方原発とほぼ同じ

約３．３〔g/㎥〕とされている（甲Ｄ６６ 電気事業連合会「機能維持評

価用参考濃度への対応について」３頁 平成２９年６月２２日，規制庁第

３回降下火砕物の影響評価に関する検討チーム資料。図表２６）。 

  これらは，火山ガイド改定前の２０１７（平成２９）年３月２９日から

同年６月２２日までに計３回開催された「降下火砕物の影響評価に関する

検討チーム」（以下「降下火砕物検討チーム」という。）において示され

た参考濃度であるが，実際の評価も概ねこれに基づいてなされている。 
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図表２６ 甲Ｄ６６・３枚目 各原発の層厚と想定濃度 

 

  また，図表２６からも明らかなように，これらの参考濃度は，本件にお

ける被告の想定と同様，降灰時間を２４時間と仮定して試算したものとさ

れている。 

  被告の濃度想定である３．５〔g/㎥〕は，５分の１の層厚しかない玄海

原発よりも小さいものであって，他の原発における濃度想定と比較して，

突出して小さいということがいえる。 

 

ウ 経験則①（降灰量が多いほど濃度は大きくなる）の存在 

(ｱ) 原告らの主張は，被告の想定する３．５〔g/㎥〕という濃度想定が，

経験則に照らして不合理であるというものである。 

  ここでいう経験則とは，「同じ時間内に降下する火砕物の量が多くな

ればなるほど，気中濃度は大きくなる」という一般経験則ないし初歩的

な科学的経験則（以下「経験則①」という。）である。このような経験
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則の存在自体は，高度な科学的，専門技術的知見を有しない裁判所にも

優に認定できるはずである。 

(ｲ) この経験則①を気中濃度推定に当てはめた場合，まず，降下火砕物の

量は，層厚の大きさと概ね比例関係にある（層厚が大きければ大きいほ

ど，降下火砕物の量は多い）。 

  火山ガイドでは，「総降灰量（堆積量）」として，「運用期間中に想

定される火山事象により原子力発電所敷地において降灰（堆積）する単

位面積当たりの降下火砕物の総質量で，粒径ごとの降灰量の総和」と定

義されており（甲Ｄ５９（火山ガイド）の添付１・２項⑵，２７頁），

降灰量と堆積量は等しいものと考えられている。単位面積当たりでいえ

ば，堆積量と層厚は概ね比例関係にあるから，降灰量と層厚も概ね比例

関係にあるといえる。 

  実際には，地形や風による層厚のばらつきは存在するだろうが，ここ

では誤差として捨象できるであろう。 

(ｳ) 次に，「同じ時間内」という点である。 

  この点，火山ガイドでは，「降灰継続時間」として，「運用期間中に

想定される火山事象により原子力発電所敷地において降灰が継続する時

間。降下火砕物の堆積時間に相当する」と定義されている（甲Ｄ５９（火

山ガイド）の添付１・２項⑸，２８頁）。そして，「３．１の手法」に

おいては，原子力発電所の敷地において運用期間中に想定される降下火

砕物がある期間（降灰継続時間）に堆積したと仮定して，…気中濃度の

総和を…求める」とされている（同３．１項，２８頁）。 

  降灰継続時間をどの程度と仮定するかについては，「同程度の噴火規

模での噴火継続時間を参照して設定する」とされているが，「原子力発

電所敷地での降灰継続時間を合理的に説明できない場合は，降灰継続時

間を２４時間とする」とされており（同３．１項，２９頁），本件にお
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ける評価でも２４時間と設定されている。 

(ｴ) したがって，２４時間という同じ時間内であることを前提にして，層

厚が大きくなればなるほど，気中降下火砕物濃度は大きくなる，という

ことが経験則上認定できる（経験則①の帰結）。 

  火山ガイド改定前の２０１７（平成２９）年３月２９日から同年６月

２２日までに計３回開催された「降下火砕物の影響評価に関する検討チ

ーム」（以下「降下火砕物検討チーム」という。）の第２回会合（平成

２９年５月１５日）において，原子力規制庁（以下「原規庁」という。）

の安全技術管理官（地震・津波担当）付専門職である安池由幸氏は，以

下のように発言している。 

○石渡委員 ほかにございますか。大体よろしいでしょうかね。では，もし

なければ，具体的な提案のほうに移りたいと思いますけれども，今回の，

ちょっと待ってくださいね。この考え方で一番大事な結論といいますか，

シミュレーションをやった結論というのは，この１５ページの計算結果の

一番下に書いてある「いずれの条件においても，気中濃度は１～２日程度

数ｇ／㎥が継続する。」，これですかね。 

○安池専門職 はい。これは，堆積厚が１５㎝のケースなので，例えばこれ，

堆積厚がもっと増えてくればもうちょっと濃度的には上がるかもしれませ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ん
、
が，大体このぐらい，グラクのオーダーにはなるということを示唆して

いるということだと思います（甲Ｄ１３６・２７頁）。 

 

  つまり，原規庁の専門職員も，層厚が増えれば，濃度が増えるという

経験則①の帰結を認めているのである。 

(ｵ) 常識的に考えても，５０㎝もの途轍もない降灰がある中で，火山灰の

大気中濃度が１㎥あたり４ｇ弱（１円玉４枚分程度）しかないというの

は余りにも不自然ではなかろうか。 
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  第２で詳述したように，１０㎝以上の降灰となると，交通，ライフラ

イン，産業及び健康等に対し極めて重大な影響が生じ，社会・経済活動

がほぼ不能となるのである。裁判所におかれては，ぜひこのような一般

経験則，常識を基準に判断をいただき，被告の計算による詭弁・ごまか

しに騙されないよう注意を促しておく。 

 

エ 経験則①を踏まえた推定値 

(ｱ) 原規庁が行った試算では，前述のとおり，１５㎝の層厚に対し，２～

７〔g/㎥〕の濃度と推定されていた。 

  この数値について，経験則①を踏まえると，本件における濃度をｘと

した場合， 

１５〔㎝〕：２～７〔g/㎥〕＝５０〔㎝〕：ｘ〔g/㎥〕 

ｘ〔g/㎥〕＝５０〔㎝〕÷１５〔㎝〕×２～７〔g/㎥〕 

      ＝６．６～２３．３〔g/㎥〕 

 となり，保守的にみると，２３．３〔g/㎥〕もの濃度となる可能性が否

定できない。 

  仮に，原規庁の試算の中間値である４〔g/㎥〕を前提にしたとしても，

１３．３〔g/㎥〕となり，被告の想定の４倍弱にもなり得る。 

(ｲ) 次に，他の原発におおける濃度について，経験則①に照らし，比例関

係にあると仮定すると，伊方原発３号機との比較で１０．３〔g/㎥〕に，

玄海原発３，４号機との比較で１９〔g/㎥〕に，それぞれなる可能性が

ある。 

  もちろん，これは仮に行った試算であり，原告らとしても，常にこの

ような計算式が成り立つと主張するものではないし，必ずしも信頼性が

高いものではないことも認めるが，経験則①に照らして，５０㎝もの降

灰下では，気中降下火砕物濃度はおおよその数値として１０～２０〔g/
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㎥〕となり得ることを示している。 

 

オ 例外を許容するには相当慎重に判断すべきこと 

  これに対し，被告は，このように濃度想定が小さくなったことについて，

「条件設定が異なる」と弁解している。 

  確かに，条件設定が異なれば，単純な比例とはならないであろうが，原

告らの主張は，被告の弁解には合理性がない，恣意的な条件設定を行った

結果として数値が小さくなっているというものになる（その前提として，

火山ガイド自体が不合理な推定を許容するものとなっており不合理である

ことを主張する）。 

  ただ，経験則①が存在する以上，それにもかかわらず他の原発における

想定に比して突出して小さい値となることは，いわば例外的な現象である。

繰り返し述べるように，原子力関連法令等の趣旨は，原発の持つ潜在的な

危険性や事故時における被害の特異性に照らして，「深刻な災害が万が一

にも起こらないようにする」という点にあるのであるから（平成４年１０

月２９日・伊方原発最判参照），例外を安全側，すなわち，濃度の想定を

大きくする方向に認めるのであれば別論，非安全側，すなわち，濃度の想

定を小さく見積もっても構わないという方向に許容することは，よほど確

実な根拠に基づかない限りは，法の趣旨に反して許されない判断というべ

きである。 

  その意味で，被告が主張するように，濃度の想定が小さくなる方向に例

外を許容するのであれば，相当慎重な判断がなされる必要がある。本件に

即していえば，他の原発とは条件設定（主に粒径分布と考えられる）が異

なるというのであれば，火山灰の粒径が，他の原発で想定されている粒径

分布と実現象として異なる（同じにはなりえない）という合理的根拠が示

されなければならない。 
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⑶ 気中濃度の過小評価により本件原発が危険に晒されること 

  気中降下火砕物濃度が１３．３〔g/㎥〕となれば，被告の当初想定の約４

００倍，修正後の想定と比較しても４倍弱となり，被告の濃度評価が過小で

あることは明らかである。 

  そして，気中濃度の過小評価によって，本件原発は，冷却機能喪失の危険

に晒される。 

  具体的には，まず，非常用ＤＧの吸気フィルタが目詰まりを起こし，吸気

が行えなくなることにより，非常用ＤＧが機能喪失することが考えられる。 

  また，非常に微細で高濃度の火山灰がフィルタの目を通過して火山灰が非

常用ＤＧの機関内に侵入してしまうと，その間隙に入り込み，閉塞・摩耗を

引き起こして機能喪失することが考えられる。 

  さらに，非常用ＤＧ機関内は高温であるため，火山灰がいったん溶解して

焼付・固着を引き起こし，非常用ＤＧが機能喪失を起こす可能性も考えられ

る。 

  他方，非常用ＤＧに限らず，中央制御室など安全上重要な施設の換気系を

火山灰が通過して，電装系やコンピュータに火山灰が付着すると，これらが

故障することも考えられる。 

  以下，それぞれ詳述する。 

 

ア フィルタの目詰まり 

  被告は，当初，吸気フィルタが目詰まりを起こすまでの時間について，

ヤキマ観測値（０．０３〔g/㎥〕）を前提として，７．１４時間と試算し

ていた（甲Ｄ２０３・１２４頁）。 

  仮に，降下火砕物の大気中濃度が約４００倍の１３．３〔g/㎥〕となる

と，目詰まりまでの時間は，約４００分の１の約０．０１７時間（約１分）
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になる計算となる。 

  要するに，瞬時にフィルタが目詰まりを起こして閉塞してしまうことに

なり，約３時間とされるフィルタ交換時間には到底間に合わず，非常用Ｄ

Ｇは機能を喪失することになる。 

  また，このフィルタ交換時間３時間というのも，大量の火山灰が降下し

ている最中に行われるものであるのにもかかわらず，作業の困難性を全く

考慮に入れずに見積もった時間であり，現実に，原発施設の各所に様々な

異常が発生し，混とんとした環境下で，机上の計算どおりに交換が行える

かは極めて疑わしい。本来であれば，このような場合に作業員による作業

を伴わなければ機能喪失を起こしてしまうような設計思想それ自体が誤り

であり，パッシブ（人為的な作業がなくても事故が収束するような設計思

想）であることが求められる。フィルタの交換を前提としていること自体

が誤っているのである。 

  気象庁も，降雨時にはわずか５㎜の降灰で，降雨がなくても５㎝の降灰

で，道路が通行不能になると想定しているし，６㎜の降灰によって自動車

のエンジンが故障した例も報告されているところであり，そもそもフィル

タ交換のために現場までたどり着ける保証すらない。防塵マスクを付けて

の作業は，視界部分に火山灰が付着するから，これを除去するため何度も

作業を中断しなければならない可能性もある。 

  被告は，火山ガイドの改正に伴って，濃度想定を１００倍にせざるを得

なくなったことから，あわてて非常用ディーゼル発電機の吸入口にダクト

を接続して着脱式改良型フィルタ（案）の検討をすすめている旨を原規委

に示した。しかし，そこにはフィルタ閉塞までの時間，フィルタ交換可能

時間などは一切記載されておらず，安全が確保されていることの主張・立

証が尽くされたとは到底いえない。 
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イ 非常用ＤＧ機関内の閉塞・摩耗 

(ｱ) 被告は，吸気口及び排気管は降下火砕物が侵入し難い構造であり，ま

た，吸気口はフィルタにより降下火砕物が捕集されるから，非常用ＤＧ

内部の閉塞は起こらないと評価している。 

  しかし，火山灰は，風や吸気による流れなどの影響を受けて容易に舞

い上がったり，吸い寄せられたりする性質を持っている。特に粒径の小

さい浮遊性粒子については，たとえ吸気口が下向き構造となっていたと

しても，相当量が吸い込まれて非常用ＤＧの機関内に侵入する可能性は

十分存在している。 

  また，被告の主張によっても，吸気フィルタの捕集率は「粒径５～７

５㎛程度において約５６％以上」とされており，「粒径が数㎛～数十㎛

程度のものについては…過給機，空気冷却器に侵入する」とされている

のであるから（甲Ｄ２０３・１１８頁），一定の降下火砕物が非常用Ｄ

Ｇ内に侵入することは争いのない事実というべきである。 

  機関内に侵入した降下火砕物は，シリンダー等の溝に詰まり，閉塞を

起こす可能性が高い。この点について，被告は，何らの検証も行わず，

単に粒径の小ささだけを根拠に「機器の間隙は降下火砕物の粒径に比べ

て十分大きいことから閉塞することはない」と評価するが，被告の想定

よりも高濃度の火山灰が降下すれば，想定よりも大量の火山灰が機関内

部に侵入することになり，そうなれば，いかに間隙が大きくとも目詰ま

り・閉塞を起こす可能性は否定できない。そして，非常用ＤＧの機関内

部が閉塞すれば機能喪失し，全交流電源喪失に至る可能性が否定できな

い。 

(ｲ) また，被告は，２０１８（平成３０）年４月９日付「報告書」（甲Ｄ

６３）で，火山灰対策として，非常用ディーゼル発電機のフィルタの前

に「着脱式改良型フィルタ」を付けるとの案を出している。 
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  しかし，これがどの程度の実効性を有するのか等については，本来設

置変更許可の審査において審査されるべきであるにもかかわらず，保安

規定認可に関する審査に後回しにされ，安全の確認がなされていない。

そうである以上，被告は，本件訴訟においてこの実効性等についても具

体的に主張・立証すべきであるが，それも行っていない。現実的に考え

ても，層厚５０㎝もの火山灰が降下する中，作業員が適切な作業をでき

るとは考え難く，交換作業が間に合わない可能性が否定できない。 

(ｳ) 被告は，降下火砕物がディーゼル機関内に侵入しても，降下火砕物の

硬度が低く破砕しやすいことから，機関内部の摩耗は起こらないと評価

している。 

  しかし，降下火砕物の硬度はモース硬度（引っ掻きに対する硬さを表

す硬度）で５とされているのに対し，シリンダー等の部材である特殊鋳

鉄はブルネル硬さ（押し込みに対する硬さの一種）で２３０とされてい

る。 

  図表２７は，approximate comparison of hardnes scales，すなわち各種の

硬度系のおおよその比較表であるが，モース硬度５はブリネル硬さ２３

０よりも硬い可能性があることが分かる。 

  もちろん，引っ掻きに対する硬さと押し込みに対する硬さを単純に比

較はできないものの，このような可能性が存在する以上，万が一にも深

刻な災害起こしてはならない電力事業者としては，実験・実証を行って

本当に摩耗による機能喪失が起こらないのか，確認すべきであるのに，

被告はこのような確認を行っていない。到底安全側に立った評価とはい

えない。 

  シリンダー等の部材が摩耗すれば，非常用ＤＧが機能を喪失し，全交

流電源喪失に至る可能性が否定できない。 
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図表２７ モース硬度とブリネル硬さの比較表 

 

ウ 非常用ＤＧ機関内の焼付・固着 

  さらに，機関内に侵入した降下火砕物は，非常用ＤＧ機関内部の焼付・

固着を引き起こす。 

  すなわち，非常用ＤＧ機関は，圧縮工程において，１４００℃以上とな
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り，瞬間的には２０００℃にも達するとされるが，機関内に侵入した降下

火砕物の融点は約１０００℃であり，溶融してしまうことは十分に起こり

得る（図表８）。 

  一度溶融した降下火砕物が，機関内の温度低下等により，再び凝固して

機関内で固着すると，非常用ＤＧが機能を喪失し，全交流電源喪失に至る

可能性が否定できない。 

  この点について，被告は，何らの評価もしていない。 

 

３ 具体的審査基準の不合理性① 

  ここから，被告の主張が不合理である根拠について，より詳細に，具体的審

査基準たる火山ガイドの不合理性及び基準適合判断の不合理性を主張する。ま

ずは具体的審査基準の不合理性①である。 

 

⑴ 火山ガイドの定める気中濃度推定手法 

  火山ガイドは，気中濃度の推定手法として，火山ガイド（甲Ｄ５９）の添

付１のような考え方を採用している。 

  まず，３項において，「３．１の手法」又は「３．２の手法」のいずれか

により気中降下火砕物濃度を推定すれば足りるとしている。 

  火山ガイドは，両者のいずれかの手法により濃度を推定すれば足りるとす

る理由として，「３．１の推定手法では，降下火砕物の粒径の大小に関わら

ず同時に降灰が起こると仮定していること，粒子の凝集を考慮しないこと等」

を挙げ，「３．２の推定手法では，原子力発電所への影響が大きい観測値に

基づく気象条件を設定していること等」を挙げて，「いずれの推定値も実際

の降灰現象と比較して保守的な値となっている」ことから，いずれかの手法

で推定すれば足りるとしている。 
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⑵ 推定手法自体が持っている不定性や再飛散の問題 

ア 推定手法の保守性は不定性等との関連で判断されなければならないこと 

  確かに，火山ガイドが挙げている各事項は，一応，保守的に働き得る事

情かもしれない。しかし，だからといって，必ずしも「実際の降灰現象と

比較して保守的な値」とは限らない。 

  それは，推定手法自体が大きな不定性を有しており，仮に，火山ガイド

が定めるような保守性が一応認められるとしても，それによって推定手法

自体が持つ不定性をカバーできるか否か明らかではないからである。 

  火山ガイドは，気中降下火砕物濃度の推定について，「降下火砕物の推

定に必要な実測値（観測値）や理論的モデルは大きな不確実さを含んでお

り，基準地震動や基準津波のようにハザード・レベルを設定することは困

難である」と認めている（甲Ｄ５９の添付１・１項，２７頁）。 

  ここでは，多くの層厚想定や濃度推定で用いられるＴｅｐｈｒａ２とい

うシミュレーション解析ソフト（本件でも使用）の不定性と再飛散の問題

について述べる。 

イ Ｔｅｐｈｒａ２の適用限界を踏まえるべきこと 

(ｱ) Ｔｅｐｈｒａ２とは，移流拡散モデルを基にして作成された降下火山

灰のシミュレーションコード（オープンコード）である。移流拡散モデ

ルとは，風による移動（＝移流）と，空中で勝手に拡がる現象（＝拡散）

を盛り込んで作られたモデルをいう。 

  Ｔｅｐｈｒａ２の理論と適用限界については，萬年一剛・神奈川県温

泉地学研究所主任研究員（九州大学理学博士）の論文に詳しい（甲Ｄ１

３３）。Ｔｅｐｈｒａ２の移流拡散モデルは，実際の火山灰の動きを「随

分単純化」したものとされている。例えば，移流（風による移動）につ

いて，現実の風は「渦を巻いたり，蛇行したりするはず」だが，Ｔｅｐ

ｈｒａ２は，「風向きと風速は各高度範囲で一定と仮定され」ており，
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「複雑な動きを盛り込むことはできない」という。 

  また，拡散（空中で勝手に拡がる現象）について，「拡散が起きるの

は水平方向だけで，垂直方向の拡散は考慮しない」という。つまり，三

次元的な再現ではなく，二次元的な再現しか想定されていないのである

（以上，甲Ｄ１３３・１７４頁）。萬年氏も，「実際の３次元の大気場

で噴煙の拡散を再現するといったようなことはＴｅｐｈｒａ２では不可

能である。もしこうした再現をしたいのであれば，ＰＵＦＦ（Ｔａｎａ

ｋａ，１９９４）など別のコードを用いるのがよい」と指摘している（甲

Ｄ１３３・１７５頁）。 

(ｲ) このほか，萬年氏は，「Ｔｅｐｈｒａ２は誰でもすぐに入手できる『バ

ーチャル火山』であ」るが，「Ｔｅｐｈｒａ２の噴煙モデルは現在主流

の重力流モデルと異なるため，無批判に利用することは危険である。つ

まり，Ｔｅｐｈｒａ２は降下火山灰であったら何でも簡単にシミュレー

ションできる夢のツールというわけでは決してない」とか（甲Ｄ１３３・

１７４頁），「コードの利用者は再現したい現象や観測事実がどういう

性質のものなのかを勘案し，適切なコードを選ぶ，そしてそのコードの

限界を把握することが重要である」とも述べている（甲Ｄ１３３・１７

５頁）。 

  要するに，Ｔｅｐｈｒａ２も実現象を相当単純化したものであるか

ら，不定性を踏まえた適性や限界を把握した上で利用しなければならな

いというわけである。 

(ｳ) この論文において重要なのは，「Ⅵ Ｔｅｐｈｒａ２を使った研究‐

これまでとこれから」という部分である（甲Ｄ１３３・１８４頁以下）。 

  ここでは，Ｔｅｐｈｒａ２のインバージョン的利用16とその問題点に

 
16 逆方向での利用，つまり，Ｔｅｐｈｒａ２は，本来，初期パラメータを与えて噴出物の分

布を求めるものであるが，噴出物の分布から逆に初期パラメータを求めるという利用をいう。 
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ついて述べられている。いわく，「噴出物の分布から初期パラメータを

求めるという試みはあまりうまくいっていない」「高さ数㎞程度の小さ

い噴火では一定の成果を収めているようにも見えるが，大きい噴火では

噴煙の高さに関して精度がほとんどないことや，拡散係数Ｋが異常に高

く求められるということが知られている」「Ｔｅｐｈｒａ２をインバー

ジョン的に用いようとした途端，問題が百出するような現状ではあるが，

これはＴｅｐｈｒａ２の考える噴煙モデルが，実際の噴煙と異なってい

ることに起因していると考えられる」と，問題点が大きいことを指摘す

る（甲Ｄ１３３・１８４頁）。 

(ｴ) また，前述のとおり，Ｔｅｐｈｒａ２は現在の通説的見解というべき

重力流モデルとは異なるモデルによって作成されている。その点につい

て，萬年氏は次のように述べる。 

  「Ｔｅｐｈｒａ２は垂直に上昇する噴煙柱から粒子が離脱するという

モデルに基づいている。しかし，これまで標準的であった重力流モデル

では，噴煙柱からの粒子離脱は考えない。それには理由がある。 

  噴煙柱は，周りの大気を巻き込みながら上昇するが，巻き込み速度は

噴煙中心部の上昇速度の０．１倍程度とされる。この高い巻き込み速度

により，粒子は噴煙柱内に維持される。たとえ粒子が噴煙から飛び出た

としても，巻き込む風に流されて噴煙に逆戻りをするためである。これ

を re-entrainment と呼ぶ。この効果により噴煙柱からの離脱は考えられ

ず，粒子の離脱は傘型領域から起きるというのが標準的な重力流モデル

である。」（甲Ｄ１３３・１８４頁） 

 

  萬年氏は，これまで標準的と考えられてきた重力流モデルにも説明で

きない部分があることを認めつつ，それは今後検証ないし研究の対象と

されるべき事柄とする。いずれにせよ，そのような研究が進んでいない
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時点では，Ｔｅｐｈｒａ２の限界を適切に踏まえることが求められる。

重力流モデルが正しいのか，移流拡散モデルが正しいのかという二者択

一のようなものではなく，いずれも大きな不定性を含んでいるから，そ

の不定性を適切に考慮しなければならない。 

(ｵ) もう１つ，Ｔｅｐｈｒａ２の大きな問題点として，傘型領域からの落

下という重力流モデルの肝の部分が盛り込まれていないという点があ

る。 

  「傘型領域」とは，噴煙が高層に達し，大気の密度が噴煙の密度と同

じになった場合，噴煙が上向きの運動量を失って，水平方向に広がって

傘型を形成する領域をいう（その噴煙のことを「傘型噴煙」ともいう。

図表９，図表２８のｂ）。 

 

図表２８ 甲Ｄ１３３・１８５頁 図１３ 

 

  萬年氏は，この「傘型領域」について，Ｔｅｐｈｒａ２に盛り込まれ
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ていない点こそ，「Ｔｅｐｈｒａ２の現時点での最大の問題点である」

と述べる（甲Ｄ１３３・１８５頁）。 

  このような大きな不定性の存在にもかかわらず，Ｔｅｐｈｒａ２によ

って，「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」ための噴火想

定を行うことにどのような合理性があるのか，明確に示されない限り，

それを鵜呑みにすることは許されない。 

ウ 再飛散を考慮していない点 

  ほかにも，「３．１の手法」や「３．２の手法」は，いずれも，「再飛

散」現象を考慮していない。 

  「再飛散」とは，「一度地表面に沈着したテフラが，強風によって舞い

上がり再び大気中を浮遊する現象で，煙霧，黄砂，風塵，砂塵嵐などと同

様の大気塵象」である（甲Ｄ１３２・４１０頁）。 

  「再飛散が発生すると，視程（視距離）が低下して交通機関などへ影響

を及ぼすため，非噴火時であってもＶＡＡ17が発表されることがあ」るな

どとされている（甲Ｄ１３２・４１０頁）。原発事業者が従前依拠してい

た０．００３〔g/㎥〕という気中降下火砕物濃度は，噴火から３週間以上

経過した後の再飛散値であったことが，これまでの原発訴訟の中で明らか

になっている。原発訴訟において住民側から指摘されるまで，原規委は，

そのような初歩的な問題をも見過ごして設置変更許可処分を行っていた。 

  これを考慮すれば，大気中濃度が大きくなる可能性がある。 

エ 不定性等を踏まえたうえで，なお保守的といえるか 

(ｱ) 以上のとおり，敷地における降下火砕物の気中濃度想定は，その推定

手法自体に大きな不定性が存在し，あるいは再飛散問題を考慮していな

いなど，保守的でない可能性が十分に存在する。そのため，判断の対象

とされるべきは，火山ガイドが示すような保守性が，推定手法自体がも

 
17 航空路火山灰情報の略。 
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ともと持っている不定性や再飛散を考慮してもなお保守的といえるかで

あり，不定性や再飛散を考慮して保守的といえないのであれば，そのよ

うな保守性の考慮は不十分ということになる。 

  そうすると，重要なのは，不定性（及びそれによるばらつき）がどの

程度であるのか，再飛散によってどの程度の濃度上昇が考えられるのか

及び火山ガイドが示すような保守性がどの程度のものであるのかを定量

化したうえで，それらを比較し，不定性や再飛散等が保守性の範囲内に

含まれることを確認することである。 

  仮に，現在の科学技術水準によっては，不定性や保守性を定量化でき

ないというのであれば，深刻な災害が万が一にも起こらないようにする

という法の趣旨に照らし，これを保守性と見ずに，不定性を踏まえて，

複数の合理的な推定手法を実施したうえで，その中で最も保守的な値を

採用することによって，少しでも保守性を確保するというのが，事故の

発生の「防止に最善かつ最大の努力をしなければならない」ことを義務

付けられた原規委の職務というべきである（原規委設置法１条）。 

(ｲ) しかるに，火山ガイドは，ⅰ粒径の大小に関わらず同時に降灰が起こ

ると仮定するという保守性，ⅱ粒子の凝集を考慮しないという保守性及

びⅲ影響が大きい観測値に基づく気象条件を設定しているという保守性

について，それがどの程度の保守性となるのか何ら検討することなく，

また，推定手法がもともと持っている不定性について，それがどの程度

のものなのか何ら検討することなく，安易にいずれか一方で足りると結

論している。降下火砕物検討チームにおいて，この点が議論された形跡

もない。 

  したがって，気中降下火砕物の濃度推定手法に関する火山ガイドの定

めは，推定手法自体が持っている不定性や再飛散の問題等を保守的に考

慮できていない点で不合理である。 
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⑶ 「３．１の手法」及び「３．２の手法」は保守的なものとはいえないこと 

ア 降下火砕物検討チームにおける専門家等の発言 

  火山ガイドは，降下火砕物検討チームでの結論を受けて改定されたもの

であるが，その議論の中で，例えば，国立研究開発法人産業技術総合研究

所（以下「産総研」という。）総括研究主幹である山元孝広氏は，１〔g/

㎥〕という濃度について，「この程度の降灰濃度の噴火というのは非常に

頻度の高い検証18で，いとも簡単に超えてしまうようなものが多々あるだ

ろうなと思わざるを得ない」と発言している（甲Ｄ１３５・３７頁）。 

  また，第２回会合において，安池氏は，原規庁の推定手法②及び③で示

された「数〔g/㎥〕」という濃度（改定後火山ガイドの「３．１の手法」

及び「３．２の手法」に相当する）は，常識的な範囲での想定であると述

べている（甲Ｄ１３６・２５頁）。 

  このように，「数〔g/㎥〕」という数値は，「いとも簡単に超えること

も多々あ」り，「常識的な範囲内での想定」であって，不定性を十分に見

込んだ保守的なものではない。 

イ 「３．１の手法」は保守的なものとはいえないこと 

  「３．１の手法」について，火山ガイドは，上記ⅰ及びⅱの保守性を挙

げているが，いずれについても⑴で述べたとおり，その保守性は定量化さ

れたものではなく，推定手法自体が持っている不定性や再飛散等の問題を

補い得るだけの保守性となっているかどうか何ら説明されていない。 

  このほか，ⅱについて，粒子の凝集とは，散らばっていた粒子が凝り固

まることをいう。凝集は，新堀敏基・気象庁気象研究所火山研究部主任研

究官（物理学博士）によれば，乾いた凝集体，火山豆石，泥雨などに分類

されるようであるが，「単独では地表まで到達しえない細粒火砕物の落下

 
18 議事録の誤記と思われる。実際には，「非常に頻度の高い現象」と発言している。 
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を促進するため，この過程をＴＴＤＭ19に組み込むことは重要である」と

される（甲Ｄ１３２・４０９頁）。 

  この記載からすれば，地表に到達し得ない微細火砕物が凝集によって地

表に到達することで，濃度が増加するという要因にもつながり得る。 

  いずれにせよ，凝集によってどの程度濃度が小さくなるのか定量化され

ない限り，凝集を「保守性」と見るべきではない。 

ウ 降灰継続時間が２４時間であることの非保守性 

(ｱ) 「３．１の手法」において，降灰継続時間は，合理的に説明できない

限り２４時間と仮定して計算することを前提としている（甲Ｄ５９・添

付１，３．１項，２９頁）。 

  しかし，平成２９年度原子力規制委員会第２５回会合（平成２９年７

月１９日）において，石渡明・原規委委員は，２４時間の妥当性につい

て，「これまでの世界の大きな火山噴火の経緯というものを見ますと，

大体妥当な線であろうと思います。ただ，もちろん非常に雑駁な数字
、、、、、、、、

で，

１２時間であるか，それが４８時間であるか，その辺，倍半分ぐらいは

ケースによって違いますけれども，平均して
、、、、

２４時間ぐらいだというこ

とだと思います。」と，これが平均値にすぎず，倍半分のばらつきがあ

り得ることを認めている（甲Ｄ１３４・１７頁）。 

  深刻な災害が万が一にも起こらないようにするという原子力安全の

分野で，平均値を用いるのは非保守的で，不合理である。 

(ｲ) 石渡委員が参考にしたと思われるデータは，降下火砕物検討チームで

提出された「過去のプリニー式噴火における噴火パラメータ」という表

と考えられる（図表２９）。 

  これを見ると，噴出物量３．６㎦のＴｏｌｕｃａ（Ｕｐｐｅｒ）噴火

で２５時間，噴出物量３．８㎦のＬａ Ｐｒｉｍａｖｅｒａ Ｊ噴火で

 
19 Tephra Transport and Dispersion Model の略。移流拡散モデルを指す。 
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１４．７時間，噴出物量３．５㎦のＫａｔｍａｉ噴火で１４．４時間と

なっており（青色下線部分），本件における赤城鹿沼テフラ噴火（噴出

物量２ＤＲＥ㎦）では，２４時間よりも短くなる可能性も十分に存在す

る。 

 

図表２９ 甲Ｄ１３７・２２頁に加筆 

 

(ｳ) 降下火砕物検討チームでは，改定後火山ガイドの「３．１の手法」に

相当する推定手法②の計算結果として，堆積量１５㎝と仮定した場合，

降灰継続時間を２４時間では濃度が２～４〔g/㎥〕であるのに対し，降

灰継続時間が１２時間では，濃度が３～７〔g/㎥〕になるとしている（図

表３０）。 

  そうすると，降灰継続時間が１２時間になると，２４時間の場合より
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も，１．５～２倍近く濃度が大きくなることになる。 

  前記ⅰ及びⅱによって，このように大きな不定性がカバーできている

と認めるに足りる証拠は何一つない。そうであるにもかかわらず，保守

的であると評価するのは，恣意的かつ楽観的判断である。 

 

図表３０ 甲Ｄ１３７・８頁 

 

エ 「３．２の手法」は保守的なものとはいえないこと 

(ｱ) 次に，「３．２の手法」について，火山ガイドは，上記③の保守性を

挙げている。 

  しかし，「原子力発電所への影響が大きい観測値に基づく気象条件」

というものが具体的にどのようなものであるのか明らかではない。降灰

シミュレーション等においてしばしば見受けられるのは，基本ケースと

して，各月の平均風力・風向を用い，原子力発電所への影響が最も大き
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くなる月の平均値を用いてシミュレーションを行う，不確かさの考慮（保

守性）として敷地方向に吹く仮想風を想定するというものである。 

  風向は，「風見鶏」という言葉があるほど，変わりやすいものの代名

詞であり，月別平均値を基本ケースとすること自体が不合理である。 

  分かりやすい例を挙げると，ある地点で，１５日間は東に５〔m/s〕

という風力・風向だったのが，残りの１５日間は西に５〔m/s〕となった

とする。この場合，これらを平均して，この地域では，無風を想定すれ

ばよい，と評価することに合理性があると考える人はいないであろう。 

(ｲ) 図表３１は，川内原発に関する裁判において，住民らが専門家に作成

を依頼した，鹿児島地域における２０１１（平成２３）年から２０１６

（平成２８）年まで８月分の風向，風速，風ベクトル（高度３０００ｍ

～６０００ｍ）の分布を表した図である。 

 

図表３１ 鹿児島地域における風向，風速，風ベクトルの分布 
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  これを見れば，８月の風向が，ほとんど全方向にばらつき，西風と東

風が現れる機会がほぼ半ばしていることが分かる。 

  訴外九州電力は，これを平均して，やや西風が優位し，東風は吹かな

いかのような数値でシミュレーションを行っているが，これが誤りであ

ることは明らかであろう。 

  このように，本来，敷地方向に風が吹くと仮定して層厚を想定するこ

とは不確かさの考慮（保守性）として行うものではなく，基本ケースと

して当然に考慮すべきものである。 

  しかし，原規委は，このようなものも「保守的」と呼んでいる可能性

がある。どのような要素について，どのような意味で，どの程度の保守

性が見込まれるのか，具体化，定量化されない限り，保守的な値と考え

るべきではない。 

 

⑷ いずれか一方を採用するという基準は不合理であること 

ア これまでほとんど全ての事業者が「３．１の手法」を採用していること 

(ｱ) 以上のように，気中降下火砕物の濃度推定手法に関する火山ガイドの

定めは，「３．１の手法」も「３．２の手法」も，「いずれの推定値も

実際の降灰現象と比較して保守的な値」であるから「いずれかの手法に

より気中降下火砕物濃度を推定す」ればよいとしている点で不合理であ

る。 

  しかし，これは，推定手法自体が持っている不定性や再飛散の問題等

を保守的に考慮できておらず，実際の降灰現象と比較して保守的な値に

なっているとは限らない。 

  推定手法自体が持っている不定性等に照らせば，複数の合理的な推定

手法を実施したうえで，その中で最も保守的な値を採用することによっ
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て，少しでも保守性を確保すべきであり，少なくとも「３．１の手法」

と「３．２の手法」のいずれをも行った上で，保守的な方を採用する，

という基準になっていなければならない。 

(ｲ) ところで，火山ガイド改定後，伊方原発，川内原発など，再稼働済だ

った原発において改定に合わせた見直しがなされた。その中では，少な

くとも原告らが知る限り，全ての原発において「３．１の手法」に従っ

た見直しがなされている。 

  本件でも，「３．１の手法」に従って火山灰濃度が推定されている。 

イ 「３．２の手法」の方が値が大きくなり得ること 

  しかし，もともと，「３．１の手法」は，「３．２の手法」と比較して，

小さな値が出る推定手法である可能性がある。 

  降下火砕物検討チームの第２回会合で示された「気中降下火砕物濃度の

推定の考え方（案）（追記版）」によれば，前述のとおり，堆積量１５㎝

という前提で，「３．１の手法」（推定手法②）では，降灰継続時間が２

４時間の場合の平均濃度は２～４〔g/㎥〕とされているが，「３．２の手

法」（推定手法③）では，降灰継続時間が２４時間の場合，４～５〔g/㎥〕

となる（図表３２）。 

  また，後述するとおり，少なくとも「３．１の手法」には，濃度を小さ

く算出するための「ごまかし」が存在し，そのために，意図的に小さい値

となるようにパラメータの操作を行うことができる。 

  結果として，「３．２の手法」と比較して，小さい推定値を導き出すこ

とが可能なのである。 
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図表３２ 甲Ｄ１３７・１５頁図（ｂ）に加筆 

 

ウ 一方だけを考慮すれば足りるとするのは不合理であること 

(ｱ) このように，「３．１の手法」は，「３．２の手法」で算出した値よ

りも小さくなる可能性がある。 

  仮に，「３．１の手法」によって，３〔g/㎥〕と算出されたとする。

これに，推定手法の不定性はいったん捨象して，火山ガイドのいう保守

性が，１割程度だった場合，実際の火山灰濃度は２．７〔g/㎥〕になる

と計算される。 

  これに対し，「３．２の手法」で５〔g/㎥〕と算出されたとすると，

同じく火山ガイドのいう保守性が１割だったとしても，実際の火山灰濃

度は４．５〔g/㎥〕になると計算される。 

  そうすると，「３．２の手法」で保守性を除いた４．５〔g/㎥〕は，

「３．１の手法」で保守性を見込んだ３〔g/㎥〕よりも大きくなるため，
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「３．１の手法」ではカバーしきれない。保守性があるからいずれか一

方で足りるという火山ガイドの説明は，論理的にも不合理ということが

分かる。「３．２の手法」でどれくらいの数値になるのか，手法が持っ

ている不定性がどの程度なのか，火山ガイドのいう保守性が定量的にど

の程度なのかが分からなければ，軽々に「保守的だ」などということは

できないはずである。 

(ｲ) また，「３．１の手法」と「３．２の手法」のいずれか一方で足りる

という考え方と，両方を考慮しなければならないという考え方は，科学

的にいずれが正しいかという科学的妥当性の問題ではない。法解釈とし

て，いずれが採用されるべきか（法的評価としてどこまでを「安全」と

みるか）という社会的妥当性（法的妥当性）の問題なのである。 

  そして，法解釈として，「万が一にも深刻な災害が起こらないように

する」という炉規法の趣旨に照らせば，原規委自身も不定性が大きいこ

とを認めている以上，いずれも考慮したうえで保守的な値を採用すると

いうのが正しい法解釈（社会的妥当性）である。そのような解釈が，原

規委に最善かつ最大の努力義務を課した原規委設置法１条の趣旨にも合

致する。 

  結果が小さくなる推定手法のみに依拠することは不合理である。 

 

⑸ 小括 

  以上のとおり，火山ガイドの気中降下火砕物濃度の推定手法に関する定め

は，Ｔｅｐｈｒａ２という推定手法自体に不定性が大きく，再飛散の不考慮，

凝集の不確実性の不考慮，降灰継続時間の不確実性の不考慮など非保守的な

要素が存在するため，少なくとも，「３．１の手法」と「３．２の手法」の

いずれも用いたうえで，より保守的な値を採用すべきであるにもかかわらず，

いずれか一方だけを用いて推定すれば足りることとされている点で不合理で
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ある。 

  原告らが提示した違法判断の具体的基準との関係では，①科学（理論）的

な想定や計算にすぎないものについて考慮しておらず，科学の不定性を排除

することを怠っている。また，凝集については，考慮に入れているものの，

それが保守的であると評価している点で，凝集の持つ非保守性を合理的理由

なく排除している点で，③リスク評価に残る不定性を適切に把握しておらず，

保守的で合理的な根拠を示していない。 

  したがって，この点に関する火山ガイドの定めは不合理であり，被告の主

張・立証が尽くされない結果，人格権侵害の具体的危険の存在が事実上推定

される。 

 

４ 基準適合判断の不合理性‐気中降下火砕物濃度の過小評価 

⑴ 「３．１の手法」の具体的内容 

  「３．１の手法」は，原発の敷地において想定される降下火砕物が，ある

期間（降灰継続時間）に堆積したと仮定して，降下火砕物の粒径の割合から

求まる粒径ごとの堆積速度と粒径ごとの終端速度から算出される粒径ごとの

気中濃度を合計することで気中濃度を求める方法である（甲Ｄ５９・添付１，

３．１項・２８頁）。 

  被告が行った具体的な濃度算出条件は図表３３のとおりである。 

 

図表３３ 甲Ｄ１３８・６条（火山）‐１‐参考１７‐５頁の表１ 
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手順① 火山灰の密度を 0.8〔g/㎤〕，設定層厚を 50 ㎝とし，1 ㎡当たりの

総降灰量（WT）を求める。 

    WT＝0.8〔g/㎤〕×50〔㎝〕＝4.0×101〔g/㎠〕＝4.0×105〔g/㎡〕 

手順② 降灰継続時間（t）について，Carey and Sigurdsson(1989)を参考に，

24 時間と設定する。 

    t＝24〔h〕×60×60＝86400〔s〕 

手順③ Tephra2 によるシミュレーションで算出された粒径分布を用いて，

各粒径ごとの降灰量（Wi）を求める。 

 

-1～0φ 0～1φ 1～2φ 2～3φ 3～4φ 

1～2 ㎜ 0.5～1 ㎜ 0.25～0.5 ㎜ 0.125～0.25 ㎜ 0.0625～0.125 ㎜ 

1.9% 69% 22% 6.2% 0.43% 

図表３４ 被告が用いた粒径分布 

 

  例えば，粒径-1～0φ（＝1～2 ㎜）の降灰量（Wi）は，全体に占め

る割合 pi が 1.9％であることを踏まえると，以下のようになる。 

  Wi＝pi×WT＝1.9〔％〕×4.0×105〔g/㎡〕＝7.60×103〔g/㎡〕 

手順④ 各粒径ごとの堆積速度と終端速度を計算する。これは火山ガイド

上，文献のほか，最新の知見を適宜参照するとされている（甲Ｄ第５

９号証添付１，３．１項【注釈‐３】，２９頁）。 

  例えば，粒径-1～0φ（1～2 ㎜）の終端速度（ri）は，2.5〔m/s〕と

され，堆積速度（vi）は，次のようになる。 

  vi＝Ｗi÷t＝7.60×103〔g/㎡〕÷86400〔s〕≒0.088〔g/s・㎡〕 

手順⑤ 終端速度（ri）を用いて，粒径ごとの気中濃度（Ci）を算出する。 

  Ci＝vi÷ri＝0.088〔g/s・㎡〕÷2.5〔m/s〕≒0.04〔g/㎥〕 

手順⑥ 手順③から手順⑤を全ての粒径について行い，算出された粒径ごと
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の気中濃度を合計すると，図表３５のとおり，3.5〔g/㎥〕となる。 

 

図表３５ 甲Ｄ１３８・６条（火山）‐１‐参考１７‐５頁の表２ 

 

⑵ 火山灰密度が保守的なものとなっていないこと 

  上記手順の中で問題となるのは，まず，手順①の火山灰密度の設定である。 

  前提知識の個所で述べたとおり，火山灰の密度は，乾燥状態で０．５～１．

５〔g/㎤〕程度までと幅があり，独立行政法人産業技術総合研究所の須藤茂

氏の研究では，１〔g/㎤〕程度とされている（図表７の左上の表）。 

  そうすると，０．８〔g/㎤〕を前提になされた被告の濃度推定は，標準的

な値としては意味があるかもしれないが，「それ以上の濃度にはならない」

という上限を画するための推定としては保守性が足りず，不合理ということ

になる。 

  念のため繰り返すが，裁判所が判断すべきなのは，０．８〔g/㎤〕という

密度と，１〔g/㎤〕という密度のいずれが科学的に妥当かということではな

く，「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」ための上限を画する

数値として，保守的にどこに線を引くのが妥当かという法的評価
、、、、

である。科

学論争をしているわけではないことを念押ししておく。 

 

⑶ シミュレーションの粒径分布は，実際の粒径分布とは異なること 

ア 本件原発敷地における実測値 
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  次に，濃度推定手順の中で問題となるのは，手順③である。 

  被告の計算過程で用いられた粒径分布は，図表３３のとおり，「Ｔｅｐ

ｈｒａ２による粒径分布の計算値」とされている。 

  しかし，これは，本件原発敷地周辺で確認できる敷地の粒径分布とは異

なっている。 

  赤城鹿沼テフラ（Ａｇ‐ＫＰ）の東海第二原発敷地内における粒径分布

の実測値は，図表３６及び図表３７のとおり，０．０６２５～０．１２５

㎜が４～１６％，０．１２５～０．２５０㎜が４～１２％，０．２５～０．

５０㎜が１０～１２％，０．５～１．０㎜が３２～５１％，１～２㎜が２

７～３０％となっている（甲Ｄ１４３）。 

 

図表３６ 甲Ｄ６２・１２２頁右下の図に加筆（上位曲線） 
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図表３７ 甲Ｄ６２・１２２頁右下の図に加筆（下位曲線） 

 

  これに基づいて，気中濃度を計算すると，図表３８のとおり，３．２３

～５．１１〔g/㎥〕となり得る。 

 

図表３８ 敷地における実測値の粒径分布を用いた濃度計算結果 

 

イ 大洗研究開発センターにおける実測値 

  次に，赤城鹿沼テフラ（Ａｇ‐ＫＰ）の敷地周辺である大洗研究開発セ
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ンター敷地内における粒径分布の実測値は，図表３９及び図表４０のとお

り，０．０６２５～０．１２５㎜が１８～２２％，０．１２５～０．２５

０㎜が９～１０％，０．２５～０．５０㎜が１５～１７％，０．５～１．

０㎜が２８～３５％，１～２㎜が１９％となっている（甲Ｄ１４３）。 

 

図表３９ 甲Ｄ６２・１２３頁右下の図に加筆（試料ＫＰ‐Ｕ） 
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図表４０ 甲Ｄ６２・１２３頁右下の図に加筆（試料ＫＰ‐Ｌ） 

 

  これに基づいて，気中濃度を計算すると，図表４１のとおり，５．２５

～５．６０〔g/㎥〕となり得る。 

 

図表４１ 大洗研究開発センターにおける実測値の粒径分布を用いた濃度計算結果 

 

ウ 降下火砕物検討チームにおける粒径分布の使用例も不合理 

  このほか，降下火砕物検討チームで推定手法②（「３．１の手法」）と

して試算された際に用いられた粒径分布は，樽前山起源の火山噴出物（Ｔ

ａ‐ａ）を参考にしたとされている（図表３０）。もっとも，「火口から
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約１００㎞の地点（占冠付近）での中央粒径（実測値）は，２～３φ（０．

０２５㎝～０．０１２５㎝）」とされているにもかかわらず，最も安全側

のＣａｓｅ３でさえ，０．０２５㎝を１００％としたものとなっており，

最も量が多いはずの０．０２５㎝未満の粒径を考慮していない。 

  一般に，降下火砕物は，重くて大きい粒子は近くに落下し，軽くて小さ

い粒子は遠くまで届く（図表１０）。これも一般経験則ないし初歩的な科

学的経験則（以下「経験則③」という。）である。 

  この経験則③に照らせば，赤城山からの距離が約１２７㎞の地点にある

本件敷地における実測値（中央粒径）は，火口からの距離が１００㎞の地

点である占冠実測値（中央粒径０．１２５～０．２５㎜）と同程度か，小

さくなる可能性もある。 

エ 実測値ですら風化等の影響があるため実現象と同じではないこと 

(ｱ) このように，被告が濃度推定に用いた「Ｔｅｐｈｒａ２による粒径分

布の計算値」は，本件原発敷地やその周辺（大洗研究開発センター）で

の実測値よりも粒径が大きい粒子に偏った粒径分布となっている（中央

粒径が大きくなっている）。 

  降下火砕物検討チームでも参考にされた占冠実測値の中央粒径と比

較しても，余りにも中央粒径が大きい。これは，経験則③に反する。 

  しかも，現在確認できる実測値すら，噴火の時期から相当時間の経っ

たものであることから，噴火当時の粒径分布を正確に再現したものにな

っておらず，粒径が小さい粒子は風化等の影響で検出されない可能性が

大きい。例えば，同じ赤城鹿沼テフラ（Ａｇ‐ＫＰ）でも，図表３６の

本件原発敷地と図表３９の大洗研究開発センターでは，特に３～４φ

（０．０６２５～０．１２５㎜）の割合が，相当異なっていることが分

かる。 

  そうすると，実測値の粒径分布すら，実現象における粒径分布よりも
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中央粒径が大きくなっているのである。 

粒径の大きい粒子の割合の大きさ 

被告が採用したシミュレーション値＞実測値＞実現象 

 

  なお，前述の新堀敏基氏は，２０１１（平成２３）年霧島山（新燃岳）

噴火の降灰予測に際し，初期値として，中央粒径０．２５㎜（２φ）が

採用されているという（甲Ｄ１３２・４１３頁）。これも，被告の採用

したシミュレーション値よりはるかに小さいものであり，被告の採用し

たシミュレーション値が，実現象と大きく乖離したものであることを示

している。 

(ｲ) 実測値の中央粒径が，実現象よりも大きくなるのは，前述のとおり，

風化等によって，特に粒径の小さい粒子は検出されなくなったりするた

めといわれる。 

  鹿園直建・慶応義塾大学教授（岩石学）ほかによれば，火山ガラスは，

経年とともに溶解するものとされている（甲Ｄ１３９・１７７頁）。 

  また，寺井良平氏によれば，「ガラスの表面変化速度は，（３㎛/１

０３year）と計算される。…アイスランド火山の海底でのデータによれば，

比較的浅いところで（３～２０㎛/１０３year）が…得られている」とし

て（甲Ｄ１４０・５９頁），１０００年に０．００３～０．０２㎜ほど

浸食がすすむことを指摘している。赤城鹿沼テフラ噴火は約４．４万年

前とされているから，単純計算で，０．１３２～０．８８㎜もの浸食が

あり得ることになる。 

(ｳ) ２０１９（令和元）年５月の日本地球惑星科学連合大会において，辻

智大ほかによる「九重山５４ｋａプリニー式噴火による降下軽石（Ｋｊ

‐Ｐ１）の粒度分布」という発表があった（甲Ｄ１４１）。 
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  これによると，「古いテフラのＴＧＳＤ20に関しては，粒度分析が困

難となることから，非常に挑戦的なテーマであり，ほとんど研究がなさ

れていない。」とされている。要するに，古いテフラの粒度分析につい

ては，ほとんど研究がされておらず，まずは大き目の火山灰から手をつ

けてみたという段階にある，ということである。規模の大きい噴火にお

ける０．１㎜程度の微粒子については，粒度分布がどうなるか，全く分

かっていないというのが現状であり，数値シミュレーションで得られた

粒径分布を用いることは，技術的にはほとんど意味がないものとすら言

える。 

 

⑷ 経験則②（粒径の大きい物ほど気中濃度は小さくなる）の存在及び実際の

粒径分布に基づく推定値 

ア 経験則②の存在 

  このように，被告の採用したシミュレーション値は，実現象どころか，

実測値と比較しても粒径の大きい粒子の割合が不自然・不合理に大きいも

のといえる。 

  そして，粒径の大きい物ほど，早く落下するため，大気中に留まってい

る時間が短くなり，気中濃度は小さくなるという経験則（経験則②）に照

らせば，中央粒径の大きいパラメータを設定すれば，その分気中降下火砕

物濃度は小さくなる。 

  このことは，被告も採用しているＳｕｚｕｋｉ（１９８３）の粒径の大

きさによる終端速度の違いを持ち出すまでもなく，自明の事柄といえる。 

イ 山元（２０１３ａ）の実測値を前提とした試算 

(ｱ) 原告らの主張に対しては，被告から，敷地における層厚をシミュレー

ションで求めたこととの連続性・整合性から，そこで得られた粒径分布

 
20 Total Grain Size Distribution の略。総粒度分布を指す。 
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を用いることには合理性があり，反対に，濃度計算の場面だけ実測値を

用いることには合理性がない，という反論が予想される。 

  そこで，念のため，被告も検討に用いた山元（２０１３ａ）で敷地周

辺の層厚とされた１６～３２㎝という実測値を用いて，濃度の試算を行

う。なお，保守的に評価するため，層厚を３２㎝と設定する。 

(ｲ) 手順①の密度であるが，須藤茂氏（産総研）などによれば，火山灰の

密度はおよそ１〔g/㎤〕であり，地質時代（歴史時代以前の時代）の火

山灰層は，厚さが半分になるので，密度はおよそ２〔g/㎤〕になるとさ

れる。そこで，密度としては２〔g/㎤〕を用いる。 

  総降灰量ＷT＝2〔g/㎤〕×32〔㎝〕＝6.4×105〔g/㎡〕 

(ｳ) 降灰継続時間は，２４時間よりも短くなる可能性はあるが，比較のた

めに，２４時間と設定する。 

(ｴ) 図表３６で示した本件原発敷地における粒度分布を用いて気中濃度を

計算すると，図表４２のとおり，８．１７〔g/㎥〕となる。 

 

図表４２ 山元（２０１３ａ）の実測値を基にした濃度推定値 

 

(ｵ) このように，実測値を用いて３２㎝として気中濃度を求めたとしても，

被告の想定を大幅に上回る気中濃度になることがうかがわれる。 

 

⑸ シミュレーションの粒径分布を用いるという基準は不合理であること 

  以上のような検討を踏まえると，単にシミュレーションとの連続性・整合

性を保つという程度の理由だけで，実現象と大幅に異なる粒径分布を用いる

ことは，経験則②に反し許されない。シミュレーション結果と実際の堆積分



- 106 - 

布が整合しないのは，堆積が十分かつ正確に確認できないとか（繰り返し述

べるように，現在の堆積は経年による風化や圧縮を考慮していない），シミ

ュレーション自体の不確実性に由来する可能性が大きい。 

  この問題も，裁判所は，シミュレーションの粒径分布を用いることと，実

測値を用いることのいずれの考え方が科学的にみて正しいかを判断するので

はなく，法の趣旨に照らして，どこで安全の線引きを行うのが妥当かを判断

すべきである。 

  そして，「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」という法の趣

旨に照らして，現在の科学技術水準ではほとんど何も分かっていない地質時

代の大規模噴火の粒径分布を設定するとすれば，少なくとも実測値に相応の

保守性を見込んだ数値を採用するべきであるが，被告も原規委も，そのよう

な評価・判断を行っていない。 

  原告らが提示した具体的基準との関係でいえば，①被告の評価はそもそも

工学上の経験則にすら準拠しておらず，不確実な想定や計算だけで評価を行

っている。実測値を参考にしない評価は，科学の不定性を考慮するどころか，

そもそもが全く信頼性に乏しいものというほかない。 

  当然ながら，③リスク調査やリスク評価に残る不定性を適切に把握もして

いないし，実測値を参考にしないことについて，十分に保守的で合理的な根

拠も示せていない。 

  したがって，被告の評価及び原規委の基準適合判断には，看過し難い過誤，

欠落が存在し，不合理なものといわざるを得ない。 

 

⑹ 設置変更許可の中で気中降下火砕物濃度を検討していないことの不合理性 

  前述のとおり，２０１７（平成２９）年改正火山ガイドにより，設置変更

許可段階においても，気中降下火砕物濃度の推定がなされなければならない

し，推定された濃度を用いて，外気取入口から侵入する降下火砕物の想定と
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その影響を確認しなければならないし，間接的影響評価も行わなければなら

ないことが明らかにされた。 

  しかるに，被告の主張によっても，本件設置変更許可処分においては，気

中降下火砕物濃度の推定や外気取入口からの侵入とその影響の確認，間接的

影響評価も行われていないというのであり，実際，本件原発の設置変更許可

審査書にも，気中降下火砕物濃度を３．５〔g/㎥〕とする記載はないし，審

査会合においても議論された形跡がない。そうすると，設置変更許可におい

て，本来審査・判断されるべき気中降下火砕物濃度の妥当性やそれによる施

設の健全性について，審査・判断がなされていなかったということになる。 

  これは，明確に，国による基準適合判断が不合理であったことを示すもの

である。 

  したがって，この点からも，基準適合判断が不合理である以上，被告によ

る人格権侵害の具体的危険の不存在の主張・立証は尽くされなかったことと

なり，人格権侵害の具体的危険の存在が推定される。原告らによる請求は認

容されるべきである。 

 

５ 具体的審査基準の不合理性②‐粒径分布の操作によるごまかしの許容 

⑴ 火山ガイドの定め 

  上述した３で述べたとおり，本件においては，被告が，気中降下火砕物濃

度の推定において，実現象に近い粒径分布を用いず，安易に実現象とは全く

異なる数値シミュレーションの粒径分布を用いている点で，基準適合判断（な

いし評価）に看過し難い過誤，欠落が存在し，不合理である。 

  もっとも，被告がこのような推定計算を行ったのは，火山ガイドにおいて，

「粒径分布は，実測値を用いることを基本とするが，実測値の使用が困難な

場合は，類似火山噴火の降下火砕物のデータを参考に粒径分布を設定する。

また，想定される降灰量を数値シミュレーションにより求めた場合は，降灰
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量と同時に算出される粒径分布を使用する。」との定めが存在したからと思

われる（甲Ｄ５９・添付１，３．１項【注釈‐２】，２９頁）。 

 

⑵ 「火山ガイドに従って評価したのだから合理的」という弁解の誤り 

  そのため，被告としては，単に火山ガイドの定めに従っただけであり，そ

の評価は合理的だと主張する可能性がある。 

  しかし，そうだとすると，このような不合理な推定手法を許容している火

山ガイドの規定そのものが不合理なのであって，「基準の合理性」の立証が

尽くされないことになる。 

  そのため，原告らは，選択的に，上記の点について基準自体の不合理性と

しても主張しておく。 

 

６ まとめ 

  以上詳述してきたとおり，気中降下火砕物濃度に関する火山ガイドの定めは，

①「３．１の手法」と「３．２の手法」のいずれか一方を用いて推定すればよ

いとされている点で非保守的であり，また，②実現象とは大幅に異なるシミュ

レーションによる粒径分布を用いて推定を行うことを許容している点で不合理

である。そして，具体的審査基準が不合理である結果，被告の「基準の合理性」

立証は尽くされたとは評価できず，原告らの人格権侵害の「具体的危険の存在」

が事実上推定される。 

  仮に，この点で「基準の合理性」が認められるとしても，被告が行った濃度

推定方法は，①降下火砕物の密度が保守的な値になっていない点，②粒径分布

が実現象を全く反映できておらず，保守的にもなっていない点で不合理であり，

原規委の基準適合判断（ないし被告の基準適合評価）には看過し難い過誤，欠

落が存在する。基準適合判断（ないし評価）が不合理である結果，被告の「基

準適合判断（ないし評価）の合理性」の立証は尽くされたとはいえず，原告ら
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の人格権侵害の「具体的危険の存在」が事実上推定される。 

  重要な点なので繰り返すが，裁判所が判断すべきは，どのような考え方が科

学的に妥当かということではなく，科学の不定性を前提として，どこで原発の

安全に関する線引きを行うかという法解釈及び事実認定である（もちろん，科

学的合理性を踏まえたうえでのことであるが，不定性を無視して被告が採用す

る知見を確実なもの，信頼性の高いものと誤認することは許されない）。 

  そして，「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」という炉規法の

趣旨に照らせば，本書面で原告らが主張した程度の不確実性は考慮するのが当

然であり，少なくとも，これを考慮していない火山ガイドや被告の評価は不合

理である。 

 

第７ 結語 

  以上みてきたように，被告が想定する①最大層厚５０cm は，外部電源喪失の

危険性があり，②降下火砕物の大気中濃度について採用するヤキマ観測値（０．

０３〔g/㎥〕は，明らかに過誤であり，その後見直したとされる３．５〔g/㎥〕

も過小である。 

  気中降下火砕物濃度を過小評価している結果，本件原発は，外気取入口から

の火山灰の侵入に対して，換気空調系のフィルタが目詰まりなどによって有効

に機能せず，③侵入した降下火砕物が電気系・計装制御系に付着して機能喪失

を起こし，④中央制御室の居住環境に悪影響でコンピュータ関係が機能喪失し，

⑤非常用ＤＧの吸気フィルタの目詰まりにより同発電機が機能喪失し，⑥同吸

気フィルタを潜り抜けて侵入した降下火砕物によって，非常用ＤＧが閉塞，摩

耗等を起こして機能喪失し，⑦長期の外部電源喪失及びアクセス障害が発生す

るなど，本件原発に深刻な事故を発生させ得る様々な問題が生じる可能性が高

い。 

  したがって，本件原発は，火山事象に対する安全が確保されておらず，原告
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らの人格権に重大な被害を及ぼす具体的な危険性（火山リスク）が存在する。

そして，これに対して，被告が何ら実質的な反論をできなかったということが，

何よりも雄弁に，安全が確保されていないことを物語っている。 

  原告らの主張は，絶対的安全を要求するような高度のものでは全くない。一

般経験則や初歩的な科学的経験則に照らして当然行うべき配慮すら行わず，計

算によるごまかしで気中濃度を値切ろうというのが火山ガイドないし被告の発

想であり，これを許容してしまえば，原発には極めて緩やかな安全しか求めら

れていないということになってしまう。もう一度，福島第一原発事故を思い起

こされたい。あのような悲惨な事故を踏まえて，わが国の原発に極めて緩やか

な安全しか求めなくてよいなどという判断はあり得ないし，今なお福島第一原

発事故の犠牲になり続けている多数の国民の心情を思えば，原規委や被告の態

度には強い憤りを禁じえない。 

  少なくとも火山事象に関しては，原告らは，裁判所に対して，決して高度な

判断を求めていない。他の一般的な訴訟と同様，粛々と被告の不合理性を認定

すればよいだけである。勇気をもって，されど当たり前の判決が下されること

を強く求める。 

以上 


